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雑

考

-
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法

制

雑

考

(
そ
の
三
)ー

カ
マ
ド
　

竃
と
は
、
元
來
炊
饗
用
且
ハを
意
味
す
る
言
葉
で
あ
る
こ
と
云
ふ
迄
も
な
い
が
、
後
鱒
用
さ
れ
て
、
別
個
な
意
義
を
有

す
る
場
合
が
生
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

然
ら
ば
、
韓
用
さ
れ
た
竈
な
る
名
僻
は
、
如
何
な
る
概
念
で
あ
つ
た
か
。

之
に
答

へ
て
、
例

へ
ば
日
本
田
制
史

は

『
戸
と
は
人
の
佳
す
る
家
を
い
ひ
、
口
と
は
其

の
家
に
佳
む
人
を

い
ふ
。
戸
を
「
へ
」
と
訓

鳶

「
へ
」
は
飯
を
炊
負

ω
名
に
て
竈

の
・と

な
り
。
…

こ
の
竈
を
本
に
て
、
や
が
て
其
の
竈
あ
る
家

べ
"
需

を
戸
と
い
ふ
。

民
戸
を
計
ふ
る
に
幾
姻
と
い
ひ
、
今
も
家
数
を
計
ふ
る
に
幾
竈
と
い
ふ
を
思
ふ
べ
し
。
」
と
云
ひ
、
大
日
本
國
語
僻
典

の
如
き
は
、

②

『
か
ま
ど
』
と
は
、
『
一
家
族
の
生
活
を
な
す
家
。

一
軒

の
家
』
で
あ
り
、
『
か
ま
ど
か
す
」
は
戸
数
に
同
じ
な
ど

」
云
ひ
、更
に
大
僻
典
、

杏

本
國
語
盤

ハの
如
き
、
竈
隻

財
産

の
意
に
も
使
用
せ
ら
る
と
述
べ
(
後出
)、

雇

そ
の
意
味
は
解
明
せ
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
右

の
如
き
説
明
は
、
敢

へ
て
當
ら
す
と
云
ふ
の
で
は
な
い
が
、
尚
ほ
未
だ
充
分
で
な

い
や
う
に
考

へ
ら
れ
る
。

私
は
本
篇

に
於
て
、
自
分
の
目
に
鱗
れ
た
、
轄
用
後

の
竈
な
る
語

の
用
ゐ
ら
れ
て
居
る
、
徳
川
時
代
の
法
制
関
係

史
料
四
五
の
紹

竈

難

考

(金
田
)

(第
六
巷

第

一
號

二
一
五
)

三



竈

薙

考

(
金

田
)

(
笙

ハ
巷

第

一
號

二

=

ハ
)

四

介

労

々
、

そ
れ

等

に
見

え

る
此

語

の
意

味

に

就

き

、

少

し

く

解

詮

を

試

み
、

以

て
右

の
如

き
考

の
由

つ

て
來

る
所

を

、
明

ら

か

に

し

て
見

度

い

と
思

ふ

の

で
あ

る
Q

UD

横

山
由
清
著

、
戸
籍

の
條
下
、

一
五
〇
頁

。

②

他

の
諸
僻
典
皆
大
同
小
異
。
殉

ほ
ヵ

マ
ド
の
原
義

、
系
統
等
に
就

い
て
は
、
宮
崎
先
生
法
制
史
論
集

及
び
各
種
國

語
僻
典
、
吉

田
東
伍
氏
古

代

の
郷

と
戸

と
家

に
就

い
て
(
歴
史
地
理
三
巷
四
號

)等
参
照
。

ニ

マ

へ

幕
府
評
定
所
の
判
決
例
を
書
留
め
た
る
、
薪
正
御
評
定
所
御
載
許
御
留
書
第
二
冊
に
地
頭
背
逃
散
之
百
姓
と
題
し
、

む

一

有
馬
左
衛
門
佐
領
分
日
向
國
坪
屋
村
山
陰
村
之
も
の
三
百
竈
之
百
姓
郡
代
梶
田
十
郎
左
衛
門
代
官
大
崎
久
左
衛
門
仕

置
嚴
敷
有
之
旨
知
行
廻
り
候
目
付
役
津
隈
三
郎
左
衛
門
方
レ2
訴
之
庭
不
取
上
然
ル
庭
右
百
姓
在
所
立
退
キ
秋
月
長
門
守

'

領
分
日
向
國
高
鍋
・@
罷
越
候
二
付
長
門
守
在
處
二
留
置
當
地
ね
訴
來

二
付
可
途
詮
義
旨
御
老
中
依
被
仰
渡
右
坪
屋
村
山

陰
村
百
姓
武
拾
武
人
井
訴
歌
認
候
林
田
牛
藏
其
外
郡
代
代
官
左
衛
門
佐
家
來
井
秋
月
長
門
守
家
來
召
寄
未
三
月
五
日
冶

於
評
定
所
度
々
糺
明
之
上
同
六
月
十
二
日
有
馬
主
殿
井
左
衛
門
佐
家
來
有
馬
忠
左
衛
門
堀
齊
宮
召
出
坪
屋
村
善
内
市
兵

衛
儀
騒
動
致
候
虚
爲
頭
取
段
重
科
二
付
在
所
へ
遣
シ
礫
二
懸
ル
爾
人
男
子
死
罪
妻
井
女
子
ハ
奴
山
陰
村
重
右
衛
門
佐
次

兵
衛
段
助
儀
市
郎
兵
衛
善
内
致

一
味
段
不
屈
二
付
於
在
所
死
罪
又
次
郎
庄
之
亟
關
之
允
久
五
郎
畳
之
亟
太
郎
助
儀

一
列

仕
候
段
不
届

二
付
伊
豆
小
嶋
セ2
流
罪
林
田
牛
藏
儀
右
百
姓
共
令
荷
澹
不
届
之
仕
方
二
付
於
在
所
死
罪
左
衛
門
佐
郡
代
梶



田
十
郎
左
衛
門
大
崎
久
左
衛
門
儀
領
内
之
百
姓
共
立
退
候

二
付
途
詮
儀
候
虚

一
通
リ
之
申
分

ハ
相

立
候
得
共
常

女
申
付

不
宜
故
令
騒
動
候
依
之
爾
人
追
放
右
之
外
山
陰
村
百
姓
八
人
坪
屋
村
百
姓
四
人
御
構
無
之
在
所

へ
返
ス
井
牛
藏
召
仕
椹

十
郎
義
御
構
無
之

二
付
在
所

へ
返

ス
右
之
旨
於
評
定
所
申
渡
左
衛
門
佐
義
御
老
中
汐
可
致
逼
塞
旨
被
仰
渡
共
上
所
替
被

仰
付
候
者
也
右
出
座

(以
下
略
)

と
見
え
る
が
、
之
は
元
緑
三
年
九
月
十
九
日
の
所
謂
山
陰
騒
動
事
件
に
対
す

る
、
翌
四
年
六
月
什

二
日
の
評
定
所
判
決
を
傳
ふ
る
も

◎

の
で
あ
る
Q

扱
て
、
此
判
決
書
留
に
見
え
る
竈
と
は
何
か
。

も

し

　

も

へ

も

喜
田
貞
吉
氏
の
日
向
國
史
下
雀

一
四
〇
頁
以
下
に
、
此
山
陰
騒
動
に
關
す
る
記
述
が
あ
る
が
、
之
に
あ

つ
て
は
、
男
女
千
五
百
人

う

も

逃
散
と
記
る
さ
れ
て
居
る
の
で
、
先
づ
此
竈
と
は
、
平
均

五
人
の
集
團
を
指
構
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

う

ぬ

も

ら

り

徳
川
時
代

の
人
口
、
戸
数
な
ど
に
關
す
る
調
査
記
録
を
槍
す
る
と
、
右
と
同
じ
く
、
少
く
と
も
竈
と
は
、
数
名

の
集
團
を
意
味
し

た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
、

事
例
を
見
出
す
こ
と
が
少
く
な

い
。

今
以
下
に
そ
の
類
例
を
掲
示
し
て
見
よ
う

同

一
地

方

に
就

い

て

は

、

一
二

の
類

例

を
以

て
代
表

せ
し

む
る
に
止
め
る

日
向
國
史
下
巻

一
四
〇
頁
に
、

明
暦
中
封
内
人
口
六
萬
四
千
四
百
五
十
二
人

男

三
萬
六
千

三
百
廿

二
人

女

二
萬

八
千
百

三
七
人

竈
数

一
萬

二
千
五
百
十
六

竃

雑

考

(
金
田

)

(
第
六
巷

第

一
號

二

一
七
)

五



竈

雑

考

(
金
田
)

(第

六
巻

第

一
號

一
コ

八
)

六

カ

う

う

も

と
あ
り
、
之
に
あ

つ
て
は

一
竈

の
卒
均
人
員
五

・
一
人
と
な
る
。

四

延
岡
小
田
家
記
録

の
御
先
代
須
怒
江
村

へ
御
渡
被
成
候
帳
面
之
爲

の
條
下
に
、

一

村
轟

楽

拾
五
軒
此
人
警

三
拾
天

内

娚
拙
婁

獄

右
延
享
四
年
書

も

も

セ

ら

と
見

え
、
之
に
あ
つ
て
は

一
竈
の
人
員
平
均

五

・
四
人
で
あ
る
。

働

熊
本
藩
の
寳
暦
七
年
五
月
の
吏
員
報
告
書
中
に
、

　

一

竈
数
千
五
百
二
十
三
竃
御
給
地

一

人
数
三
千
四
百
二
十
四
人

カ

ら

セ

や

と
あ
り
、
之
に
於
て
は

一
竈
人
員
平
均
二

・
二
人
と
な
る
。

㈲

佐
賀
藩
の
嘉
永
七
年
三
月
の
多
布
施
薪
宿
竈
傑
に

む

二
拾
六
竃

.

合

男
女
百

二
拾
七
人

ーσ

と

見

え
、

又

同

藩

の
同

年

同

月

の
伊

勢

屋

町

人

別

竈

帳

に

、

む

合
竈
数
七
拾
三
軒

(
中
略
)

合
男
女
三
百
五
拾
人



ら

カ

サ

わ

ら

カ

む

カ

と
見
え
、
前
者
に
於
て
は
平
均

四

・
九
人
、
後
者
に
於
て
は
平
均

四

・
八
人
が
、

一
竈
の
人
員
で
あ
つ
た
と
云
ふ
こ
と
に
な
る
。

⑤

小
倉
藩
の
萬
延
元
年
申
十

一
月
の
田
川
郡
竈
数
人
数
書
上
帳
に
、

む

一

竈
数
百
四
拾
四
軒

上
伊
田
村

内

一

百
四
拾
軒

百

姓

一

三
軒

寺
法
名
本

一

壼
軒

就

家

一

人
数
六
百
四
十
四
人

(以
下
略
)

も

も

し

セ

と
あ
り
、
之
に
あ
つ
て
は

一
竈
卒
均
四

・
五
人
と
な
る
Q

②

叉
同
藩
の
同
年
岡
月
の
上
毛
郡
×
×
×
×
(賎
民
)竈
小
屋
数
人
数
書
上
帳
に
、

む

一

竈
数
三
拾
四
軒

×

x

人
数
百
五
+
五
人

(中
略
)

小
屋
合
戴
軒

非

人

し

も

も

し

と
あ

り

、

之

に
於

て

は

一
竈

李

均

四

・
六
人

と
な

る
。

竈

甜雑

考

(
ム立
田
)

(
第
山ハ
巻

第

一
號

二

一
九
)

七



竈

灘
戸

考

(金
田
)

(第
六
巷

第
二
號

ニ
ニ
O
)

八

αo

長
崎
明
細
記
に
、

一

市
申
ケ
所
三
千
九
百
拾
四
ケ
所
試
合
飴

此
ヶ
所
割
銀
五
百
戴
拾
四
貫
五
百
拾
匁
飴

む

一

市
中
竈
数
九
千
六
百
九
拾
竈
、
但
年
々
増
減
有
之

此
竈
割
三
百
五
拾
四
軒

但
右
同
断

一

家
数
壼
萬
千
六
百
五
拾
四
軒

但
右
同
断

一

人
数
三
萬
四
千
煎
百
六
拾
三
人

但
右
同
断

カ

じ

ら

ね

と
見
え
る
が
、
之
に
於
て
は

一
竈
三
・
五
人
平
均
と
云
ふ
こ
と
に
な
る
。

⑪

廣
島
藩
…の
増
補
三
原
志
稿
戸
口
の
部
に
、

む

戸
三
百
三
十
八
軒
竈
五
百
三
十
竈
…
…
ロ
ニ
千
百
十
二
人

も

も

と
あ
り
、
之
に
あ
つ
て
は

一
竈
人
員
平
均
四
人
で
あ
る
。

岡
山
市
史
上
四
七
〇
頁
に
依
る
と
、
享
保
年
代

の
調
査
と
見
ら
る
＼
も
の
に
、

姦

二
千
七
百
六
+
八
(借
家
撒

を
欠
く
)
、
鍵

七
工

谷

九
+
些

総
人
数
合
三
萬
二
百
九
土

ハ
人

リ

カ

も

い

と
あ
る
と
云
ふ
が

之
に
あ
つ
て
は

一
竈
平
均
三

・
九
人
と
云
ふ
こ
と
に
な
る
。

働

濱
方
記
録
に
、



天
明
六
丙
午
諸
國
凶
作
に
付
同
七
年
前
代
未
聞
之
困
窮
大
坂
市
申
及
餓
死
候
者
茂
有
之
程
之
儀
に
付
施
行
之
儀
從
御
公

儀
御
燭
等
茂
有
之
思
ひ
く

施
行
い
た
し
候
者
も
有
之
御
公
儀
へ
差
出
し
候
町
々
井
員
数
左
之
通

ハ申
略
)

三
郷
困
窮
人
高

拾
八
萬
九
千
三
百
五
人

む

同
竈
数
高

五
萬
六
千
試
百
三
拾
戴
軒

(
以
下
略
)

う

う

る

カ

と
見
え
る
が
、
之
は
大
坂
に
於
け
る
、

一
竈
平
均
人
員
三

・
四
人
と
云
ふ
例
で
あ
る
。

働

叉
牛
日
閑
話
に
、
文
化
二
年
乙
丑
九
月
の
大
坂
に
於
け
る
調
査
が
見
え
る
が
、
そ
れ
は

大
坂
町
中
井
大
坂
附
之
寺
杜
人
数

都
合
三
拾
七
萬
四
千
六
百
八
十
七
人

(中
略
)

一
、
同
細
三
聾

九
萬
四
千
三
百
五
+
七
軒

と
な
つ
て
居
り
、
叉
日
本
財
政
経
済
史
料
九
巻

一
二
三
二
頁
所
載
に
依
つ
て
、
天
保
十
三
年
辛
丑
五
月

の
調
査
内
容
を
知
り
得
る
が
、

そ
れ
は

町
方
井
寺
杜
門
前
町
屋
町
人
惣
員
数

合
五
拾

六
萬
三
千
六
百
八
拾
九
人

　

此
竈
数
拾
四
萬
四
千
百
九
拾
七
軒

竈

雑

考

(金
田
)

(笙

ハ
巷

第

一
號

二
一二

)

九



寵

雑

考

(
金
田
)

(第

六
巻

第

一
號

一=

コ
一)

一
〇

と

な

つ
て
居

て

、

一
竈
平
均

一↓一
n
か

か

と

云

ふ

こ

と
に

な

る
。
.

カ

カ

尚
ほ

大
坂
に
於
け
る
類
例
と
し
て
は
、
此
外
に
佐
古
慶
三
氏
の
研
究

の
結
果
が
墨
げ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
於

て
は
、

一
竃
四
人
前

ー

繭

後
五
人
前
後
と
云
ふ
こ
と
に
な
つ
て
居
る
Q

画

紳
戸
地
方

の
記
録
で
あ
る
、
享
保
年
代
の
南
條
昌
慶
覚
書

に
、

一
町
数
…
…

一
本
家
千
八
百
六
拾
八
軒

(中
略
)

一
借
屋
千
七
百
武
拾
七
軒

(
中
略
)

む
一
竈
数
三
千
九
百
三
拾
四

一
井
戸
数
九
百
八
拾
四

鉤

と
見
え
、
叉
天
明
八
年
の
同
地
方
の
覚
書
に
、

む
一
竈
敷
四
千
式
百
四
拾
五
軒

内

本
家
千
九
百
五
拾
七
軒



借
屋
戴
千
戴
百
八
拾
八
軒

(
中
略
)

人
数
試
萬
五
百
四
拾
六
人

リ

へ

リ

カ

カ

カ

と
あ
る
が
、
前
者
に
於
て
は
平
均
五
人
、
後
者
に
於
て
は
平
均
四

・
九
人
が
、

一
竈

の
人
員
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

大
津
市
志
上
八
三
二
頁
に
は
、

む

元
禄
十
二
年
人
口
一
七
八

一
〇
戸
数
(
竈
数
)
四
七
二
六

り

う

う

カ

と
あ
り
、
之
に
あ
つ
て
は

一
竈
三

・
五
人
平
均
と
な
る
。

曲

大
垣
市
史
所
出
天
保
八
年
の
書
付
に
は
、

む

一
、
宿
内
惣
家
数
九
百
四
軒
但
竈
数
千
三
百
四
十

一
軒

惣
人
数
五
千
五
百
二
十
二
人

　

う

も

ヤ

と

あ

つ
て

、

一
竈

平

均

四

・

一
人

と

云

ふ
こ

と

に

な

る
。

⑥

高

田

市
史

に

、

O

寛
保
元
年
六
月
竃
籔
四
千
六
十
有
二
本
家
数

二
千
七
百
七
十

八
軒

、

借
家
千

二
萬
八
十
四
軒

一
萬
五
千
八
百
二
十
二
人

●
叉

幽思

曲雑

考

(
金

田
)

(
齢弟
山ハ
巻

第

一
號

二

二

一二
)

一

一



竈

雑

考

(
金

田
)

(
第
六
巻

第

一
號

ニ
ニ
四

)

=

一

　

天
保
九
年
…
…
竈
数
四
千
三
百
七
、
人
ロ

一
萬
八
千
三
百
八
十
三
人

う

う

つ

　

カ

も

セ

セ

と
見

え
、

一
竈
平
均

人

員

、

前

者

は

三

・
四
人

後

者

は

四

・
二
人

と
な

つ

て
居

る
。

⑥

新
正
御
評
定
所
御
載
許
御
留
書
(
本
學
法
制
史
研
究
室

所
藏

)
に
就

い
て
は
、
拙
稿
古

判
例
集
撒
種
(
本
誌
第

二
巷
第

二
號
)
、
及
び
高
柳

眞

三
氏

徳
川
時
代

の
重
婚

(
法
學
第

三
巷

六
號

)
七
九
頁
註
六
参
照
。
本
書

の
異
本

と
し
て
公
裁

一
件

(
詳
し
く
は
そ

の
中
の
類
例

と
題
す

る
部

が
本
書

と
同
様

の
内
容
で
あ
る
)
な
る
古
爲
本
が
、
東
北
帝
國
大
學
圖
書
館

に
購
入
せ
ら
れ
た
が
、
し
か
も
、
そ
れ

は
本
書

よ

り
善
本

で
あ

つ
た

の
で
あ

る
(
前
段
所
引
高
柳
氏
文
同
所
参
照

)
。
今
本
文

に
掲

げ
た
所

は
、
本
學
所
藏
本
を
底
と
し
、
東
北
帝
國
大
學
本

(
公
裁

一
件
抄

と
題
し
公
裁

一
件

を
抄
爲
(
類
例

の
部

)せ

る
も

の
を
用

ふ

1

此
副
本
は
高

柳
氏
の
好
意

に
依

り
、
現
在

本
學
に
之
を
備

へ
る
こ
と

が
出
來

た

の
で
あ

る
)
を
以

て
、

補
訂
し
た
も

の
で
あ

る
。
荷

ほ
併

せ
て
喜

田
貞
吉
氏

の
日
向
國
史
下
巷

一
四
〇
頁

一
四

一
頁
を
も
参
照
し
た
。

山
陰
騒
動

の
年
月

は
、
前
娼

日
向
國
史
下
巻

一
四
〇
頁
に
依
る
。
判
決

の
年
月

は
公
裁

一
件
に
明
記
さ
れ
て
居
る
、
尚

ほ
此
點

に
就

い
て
は

、
前

段
所
掘
叩拙
・交
二
山ハ
頁
註
お
も
怠少
昭
…。

、

尚
ほ

此
判
決

は
、
所
謂

百
姓

一
揆

の

一
例
を
示
す
も
の
と
し
て
、
し
か
も
そ
の
早
期

に
圃

す
る
百
姓

一
揆

に
対
す

る
幕
府
評
定
所

の
判
決
を
傳

ふ

る
も

の
と
し

て
、
百
姓

一
揆

の
研
究

に
と

つ
て
、
好

個

の
資

料
た
る
を
失
は
な

い
で
あ
ら
う
。
黒
正
嚴
氏
百
姓

一
揆

の
研
究

、
徳
川
禁
令
考
第

五
峡

二
九
五
頁

、
浦

記
録
(
福
岡
藩
法
例
書

)所

出
明
和
四
年

九
月

の
法
令
参

照
。

我

々
と
し

て
は
、
本
判
決

が
、
百
姓
逃
散

に
対
す

る
刑
田討
の
変
.遷
を
示
す
、
具
體
的

一
例
と
し
て
、
更

に
興
味
が
あ
る

の
で
あ
る
。
今
こ
ゝ
に

百
姓

一
揆

に
対
す

る
刑
罰

の
浩
革
を
述
べ
る
逞

を
持

た
な

い
が
、
序
を
以

て
、

一
言
し

て
、
本
判
決

の
此
方
面

に
於
け
る
地

位
を
窺

つ
て
置
く

こ

と

に
し
よ
う
。

慶
長

八
年

三
月

二
十
七
日

の
御
制
法
に

『
御
領
所
並
私
領
之
百
姓

事
其
代
官
其
領

主
非
分
有
之

に
依
而
、
所
を
立
の
き
候
付
而
者
、
た
と

ひ
其
主

よ
り
相
届
候
と
も
み
だ

り
に
不
レ
令
二
蹄
付

候
事
』
(
日
本
財
政
経
済

史
料

二
、
一
一
一
一
頁

)
と
か
、
或
は
寛

永

二
十
年

の
書
付

に
『
一
地
頭
代
官
仕



置
悪
候

而
百
姓
堪
怨
難
成
と
存
候

ハ

・
年

貢
皆
濟
致
其

上
者
近
郷
成
と
も
居

住
可
仕
未
進
無
之
候

ハ
・
地
頭
代
官
構
有
間
敷
事
』
(
徳
川
禁
令
考
後

聚
第

二
映

一
六
三
頁

)
な
ど
と
見
え

て
、
代
官
領
主

の
非
違

に
某
つ
く
逃
散

は
、
そ
の
初

め
認
容
せ
ら
れ
て
居

た
(
黒
正
氏
前
掲
書

も
同
旨
)
の
で

あ
る
が
、
之

が
本
判
決

に
な

る
と
、
頭
取
礫

以
下
夫

々
重
刑
を
課
し

て
居

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
之
が
必
ず

し
も
幕
府
法

上
の
原
則
と
な

つ
た
も

の
で
は
な
く

、
下

つ
て
享
保
十
四
年
九
月

二
十

一
日
の
評
定
所
判
決
に
於

て
は
、
頭

取
死
罪
獄
門
で
あ
り
、
更

に
元
丈
四
年
四
月

十

一
日

の
評
定

所
判
決

に
於

て
は
、
頭

取
遠
島
と
な

つ
て
居

り
(
徳

川
禁
令
考
第

二
秩

一
五
三
、

一
六

一
頁
)
、
未
だ
確

た

る
標
準

が
決
定
さ
れ
た
も

の
で
は
な
か

つ
た
ら
し

い
の
で
あ

る
。
即
ち
寛
保

元
年
御
定
書

に
於

て
、

『
頭
取
死
罪

一
名
主

重
キ
追
放

一
組
頭

田
畑

取
上
所
佛

一
惣

百
姓
村
高

二
鷹

し
過
料

但
地
頭
申

付
非
分
有
之

ハ
其
品

二
鷹
し

一
等
も

二
等

も
輕
く
可
粗
伺
未
進
於

無
之

ハ
重
キ
牲

に
不
及
事
』

な
る
標
準

が
、
初

め
て
確
定
さ
れ
る
に

至

つ
た

の
で
あ

る
。
尤

も
此
後

と
錐
も
場
合

に
よ
り
加
減

が
あ

つ
た

こ
と
は
あ
る
。
例

へ
ば
安
永
年
代

の
判
決

で
は
、
頭
取
を
礫

に
塵
し
て
居

る

が
如
き
そ
れ
で
あ

る
(
日
本
財
政
経
済

史
料

二
、

一
一
二
七
頁

)。

以
上
甚
だ
粗
雑

な
る
説
明
で
あ
る
が
、
之

を
以

て
見

る
な

ら
ば
、
百
姓
逃
散

に
対
す

る
幕
府

の
態
度

は
、
そ
の
當
初
極
め
て
寛

で
あ
り
、
下

っ

て
酷
…烈

と
な
り
、
後
御
定
書
時

代
租
々
緩
和

さ
れ

る
に
至

つ
た
と
云
ふ
こ
と

が
出
來
る

や
う
で
あ

る
。

④

三
、
十

枚
。
本
童
日
(
但
し
副
本
)
は
本
學
國

史
研
究
室
藏
。

向

内
村
政
光
氏
藩

政
時
代

の
百
姓
村
(
経
済
史
研
究

=
一一巻
二
號

と

○
○
頁
所
載
。

㈲

佐
賀
市
鍋
島
家
別
邸
所
藏
。

の

同

上
。

働

稿

岡
縣
豊
津
村
小
笠
原
家
別
邸
所
藏

。

●

働

同

上
。

-o

吹
塵
録
(
海
舟
全
集
本

)
下
所
出
に
依

る
。

竈

雑

考

(
金
田
)

(
第
六
巻

第

一
號

二
二
五
)

一
三



竈

雑

考

(
金
田
)

(
第
六
巷

第

一
號

二
二
六
)

一
四

11

三
原
志
稿
は
交
政

二
年
に
成

る
。

12

近
世

薩
會
経
済

叢
書

本
、

一
二
八
頁

。

H

・

13

日
本
随
筆
大
成
本
、
四
〇
四
頁

。

甥

佐
古

氏
奮

大
阪
水
帳
人
別
帳

の
「
家
」
は
「
棟
」
に
あ
ら
ざ
る
考
(
歴
史

と
地
理

=

一
巻
四
號

)
六
八
頁
以
下

に
見
え
る
、
万
治
乃
至
明
治

二
年

の
類

ー
ー
.

陶

紳
戸
市
史
賛
料

二
の
四
三
頁
。

16

同
上
、

一
九
七
頁
。

17

上
五
四

二
頁
。

18

一
=
=
二
頁
。

次

に
然

ら

ば
、

右

の
諸

例

に
於

け

る
竈

と

は
、

軍

に
数

人

の
集

團

を

意

味

し

、

指
称
す

る

に
止

ま

る
も

の
で

あ

つ
た

か

、
数

人

の

集

團

を
常

に
竈

と
呼

ぶ

も

の

で
あ

つ
た

か
。

少

く

と

も

佐
賀

藩

に
於

け

る
事

例

に
於

て
は

、
竈

の
名

を
冠

す

る
数

人

の
集

團

は
、

輩

な

る
人

の
集

團

と
云

ふ

の
で

は
な

く

、

原

則

と
し

て
、

夫

婦

を

中

心

と

せ

る
血

縁

者

の
団
体

で

あ

つ
た

の
で

あ

る

。
此

地
方

の
竈

帳

の
坤

に
明

細

に
記

載

せ

ら
れ

た

る
、

各

竈

四

の
内

容

を

見

る
な

ら
ば

、

充

分

之

を
了

解

し

得

ら

れ

る
で

あ

ら

う

。
今

伊

勢

屋

町

入

別

竈

帳

よ
り

抽

出

し

て
、

そ

の

一
二
の
例

を

掲

示

し

て
見

よ

う

。
石
橋

際
東
側



一

屋
舖
表
口
三
間
四
尺
四
寸

澤
野
留
之
助
殿
與
足
輕

一

向

駄
賃
町

眞
畳
寺

町
方
下
役

四
十
三
才

永

尾

平

兵

衛

三
十
戴
才

同

女

房

十

三

才

同

娘

と

も

十

.笠

才

同

子

廣

三

郎

六

才

同

娘

な

か

之
は
武
士
の
例
で
あ
る
が
、
次
に
町
人

の
竈

の
例
を
摯
け
る
と
、

右
軍
藏
割
借
屋

袋
村
町
内

一

向

田
中
村

光
徳
寺

父
祀
、
弟
姉

妹
、
甥
姪

等
を
含
む
場
合
も
あ

る

萄
賜
屋

並
日
傭
稼

三
十
式
オ

町

人

利

兵

衛

三
十
萱
才

同

女

房

■

八

オ

同

子

恒

吉

四

才

同

子

袈

裟

吉

此
の
如
入

)、

佐
賀
地
方
に
於
て
は
、
竈
な
る
集
團
が
・
近
親
蓋

縁
者
團
で
あ
つ
た

と
云
ふ
こ
と
を
・
實

誰

す

る

こ

と
が

出

來

る

の

で
あ

る
。

竈

雑

考

(
金
田
)

(第

六
巻

第

一
號

二
二
七
)

一
五



竈

雑

考

(
金

田
)

.

(
篁

ハ
巷

笙

・號

三

天

)

一
六

佐
賀
地
方
以
外
の
前
福
諸
例
に
就

い
て
は
、
今
右

の
如
き
具
艦
的
例
謹
を
基
け
る
こ
と
、
不
可
能
な
の
で
あ
る
が
、
恐
ら
く
は
各

場
合
も
亦
、
佐
賀
、の
そ
れ
と
同
様
で
あ

つ
た
と
考

へ
て
、
差
支

へ
な

い
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。

カ

わ

カ

ら

カ

へ

り

も

う

わ

ね

り

う

う

ぬ

果
し
て
然
り
と
す
れ
ば
、
右
云
ふ
竈
と
は
先
づ
こ
N
に
、
夫
婦
を
中
心
と
す
る
敬
名
の
血
縁
團
體

で
あ
つ
た
と
云
ふ
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。

む

し
か
し
更
に
、
前
掲
諸
例
の
大
牛
に
見
え
る
や
う
に
、
竈
を
数
ふ
る
に
、
軒
の
語
を
以
て
じ

て
居
る
の
で
あ
る
か
ら
、
此
竈
に
は

ら

ぬ

へ

ぬ

築
造
物
、
家
屋
の
意
味
も
含
め
ら
れ
て
居
る
こ
と
が
推
測
せ
ら
れ
る
の
で
、
此
點

を
加
味
し
て
考
ふ
る
時
、
此
竈
と
は
、
居
を
共
に

セ

し

セ

ら

も

ヘ

カ

も

も

す
る
数
名

の
血
縁
團
體

で
あ
つ
た
と
な
し
得
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。

更
に
尚
ほ

、
竈
そ
の
も
ω
」
本
來
の
語
義
は
炊
具
で
あ
る
が
故
に
、
た
と

へ
そ
れ
が
韓
用
さ
れ
た
に
せ
よ
、
此
語
を
以
て
呼
ば
れ

る
団
体

は
、
竈
を
中
心
と
せ
る
團
體
、
竈
即
ち
炊
具
從

つ
て
食
と
云
ふ
関
係
が
、
相
常
重
要
な
る
要
素
で
あ
る
団
体

で
あ
つ
た
と
推

う

カ

も

ね

や

ぬ

察

す

る

こ

と

は

、

強

ち

不
自

然

で

は

な

い
で

あ

ら

う

。

果

し

て
此

推

量

が

當

つ
て

居

る
と

す

る

な

ら

ば

、
竈

と

は

、
食

を
共

に

せ

る

セ

も

團

龍

で

も
あ

つ

た

と

云

ふ

こ

と

に
な

る

の

で
あ

る
.、

ヨ

も

カ

リ

ぬ

カ

う

も

も

う

も

も

カ

も

わ

し

カ

カ

し

も

り

う

以
上
を
基
礎
と
し
て
云
ふ
な
ら
ば
、
此
竈
な
る
語
は
、
居
を
共
に
し
食
を

一
同
に
す
る
、夫
婦
中
心
の
小
血
縁
團
體

を
、意
味
す
る

鋤

も
の
で
あ
つ
た
と
云
ふ
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
。
徳
川
時
代

の
家
は
、
夫
婦
子
孫
を
本
膣
と
し
た
、
小
家
族

で
あ
つ
た
の
で
あ
る
が
、

へ

以
上

の
意
味
に
於
け
る
竈
は
、
正
に
此
家
で
あ
つ
た
と
云
ふ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

徳
川
時
代
に
於
て
は
、
同
居
共
食

の
家
族
団
体

を
、
竈
な
る
本
來
炊
具
を
意
味
す
る
語
を
以
て
、
呼
称

す

る
場
合
が
あ
つ
た
と
云



ふ
、
以
上
の
解
釈
に
到
達
す
る
に
は
、
右
に
述
べ
た
通
り
、
二
三
単
な
る

推
測
を
も
援
用
し
て
居
る
の
で
、
此

解
義
甚
だ
根
猿
薄
弱

と
云
ふ
こ
と
に
な
る
一ω
で
あ
る
か
、
比
較
法
制
史
比
較
法
學
的
見
地
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
此
種

の
推
論
も
・亦
、
大
過
を
犯
す
も
の
で

な
い
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。

蓋
し
、
中
田
博
士
ω
研
究
に
依
れ
ば
、
中
世
時
代
の
獨
逸
南
部
地
方
の
共
産
家
族
は
、
居
家
を
同
.勘
し
、
食
事
を
共
に
す
る

一
の

組
合
で
あ
り
、
故
に

『
一
の
食
物
と
パ
ン
と
に
て
』

或
は

『
一
の
桝
と
畑
と
パ
ン
と
に
て
」

或
は
又
『
一
の
家
と

一
の
賄
と
に
て
分
異
せ
す
に
」

生
活
す
る
者
と
稻
せ
ら
れ
、
佛
蘭
西
中
世
の
共
産
家
族
は
、
『
一
の
火
と

一
の
パ
ン
に
て
」

或
は

『
共

同
の
鍋
と
櫨
と
費
川
に
て
』

生
活
す
る
者
と
稽
せ
ら
れ
、
北
部
日
耳
曼
民
族
で
は
、
共
産
家

族
を
曙、共
同
火
櫨
」

『
共
同
食
物
」

『共
同
世
帯
と
食
卓
」

な
ど
N
呼
び
、
印
度

に
於
け

る
共
産
家
族

は
、

同
居
共
食
を
以
て
共
産
生
活
の
外
的
表
象
と
な
し
、

そ
の
家
族
を

呼
ん
で
、

『
共
同
に
賄

ふ
者
」

と
稽
し
て
居
り
、
南

ス
ラ
ブ
族
の
聞
に
少
く
と
も

十
三
世
紀
來
現
行
さ
れ
て
居
る
共
産
家

族
制
に
於
て
は
、
家
族
を
呼
ぶ
に
、
『
煙
突
」

或
は

『姻
」

の
語
を
以
て
す
る
場
合
が
あ
り
、
支
那
に
於
て
は
古

⑳

く
か
ら
、
家
族
共
産
制
を
『
同
屈
共
饗
」
と
構
し
て
居
た
も
の
で

(
之
等
諸
例
は
す
べ
て
共
産
家
族
に
關
す
る
事
例
で
は
あ
る
が
、
そ

れ
は
兎
も
角
)、

同
居
共
食

の
家
族
を
呼
ぶ
に
、居
、食
或
は
火
の
概
念
を
含
有
す
る
語
を
以
て
す
る
習
俗
が
、
古
く
よ
り
廣
く
行
は

れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
故
に
、
我
國
に
於
け
る
、
同
様
の
概
念
を
包
含
す
る
も
の
と
見
て
い
玉
、
竈
な
る
語
を
以
て
呼

竈

難

考

(
金

田

)

(
牌弟
山ハ
巷

鱈
叩
一
號
炉

二

二

九

)

一
七

Scheffel, R
auch  and B

rot)

(in einem
 i'dus and B

lot)
(zu einem

(in einem
 hus and in einer cost ungeteilt)

(a un feu et a un pain)

(a C
om

m
un pot, sel et depense)

(afl)'
(m

otum
eyti)'

(bunatr ok bord)

(ekapakena

vasatam
—
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竈

雑

考

(金
田
)

(第
六
巷

第
一
號

≡
二
〇
)

天

ば
れ
る
数
名

の
團
龍
、
亦
同
居
共
食
の
家
族
で
あ
り
、
右

の
如
き

一
般
的
習
俗
の
一
例
と
見
ら
れ
る
ど
思
ふ
か
ら
で
あ
る
。

働

註
の
所
引
。

⑳

中
田
博
士
法
制
史
論
集
第

一
巻
五
九
三
頁
。

⑳

中
田
博
士
唐
宋
時
代
の
家
族
共
産
制
(國
家
學
會
難
誌
四
〇
巻
七
號
)に
詳
蓮
さ
れ
て
あ
る
。

扱
て
徳
川
時
代
竈
な
る
語
は
、
後
述
の
如
く
、
時
に
依
り
地
方
に
依
り
、各
様

の
意
味
に
使
用
せ
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
と
は
云

へ
、

此
同
居
共
食

の
家
族
を
意
味
す
る
場
合
が
、

一
般
的
用
例
で
あ
り
、
最
も
普
通
で
あ
つ
た
と
考

へ
る
も
の
で
あ
る
。
從

つ
て
、
以
下

に
、も
少
し
参
考

の
爲
め
に
、竃
な
る
語

の
使
用
せ
ら
れ
た
事
例
を
紹
介
し
て
見
よ
う
と
思
ふ
が
、
そ
れ
等
亦
、
同
様

の
用
例
で
あ
つ

た
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

ー伽

佐
賀
藩
の
法
例
書
で
あ
る
、
究
筋
手
激
控
記
録

の

一
盗
取
立

一
通
の
條
下
に
、

一

諫
早
矢
上
村
之
内
馬
ノ
瀬
村
徳
右
衛
門
子
再

々
犯
盗
人
竹
次
郎
義
京
都
罷
登
絹
反
物
其
外
過
分

二
盗
取
右
を
他
領

持
越
賞
挑
候
代
銀
を
以
家
屋
敷
等
買
整
家
作
等
之
義
右
盗
品
代
銀

二
而
相
整
罷
在
候
旨
申
出

二
付
村
方
之
儀
右
之
者

む

名
前

二
而
家
居
相
立
居
候
哉
役
之
者
調
合
候
庭
村
方

へ
は
竹
次
郎
親
徳
右
衛
門
名
前

二
而
竈
相
立
候
由
申
達
候
得
共

云

々

ー邨

大
村
藩
寛
永
頃
の
記
録
に
、

む

家
数
ヒ
竃



鋤

延
岡
小
田
家
記
録
三
の
四
枚
に
、

　

百
姓
竈
九
軒
有
之
候
所
株
立
候
者

一
二
人
可
有
之
哉
激
年
來
困
窮
相
募
作
聞
ノ
稼
無
之
諜

ハ
云

々

叉
同
上
百
枚
に
、

畳

む

一

惣
竈
数

拾
九
軒

内

五
人
帳
ノ
表　

　

本
竈
拾
六
軒

わ

む

内
諮

誰
竈
無
御
座
候

む

御
家
人
竈
無
御
座
候

む

町
方

ヨ
リ
入
竈
無
御
座
候

(中
略
)

む

他

村

ヨ
リ
入

竈

登

軒

(
中
略
)

儂嘔

雑

。考

(
金

田
)

(
笛
門山ハ
巷

第

一
號

二
一二
一
)

一
九

須
怒
江
景
氣
堂
一〇

天

明

七

年
末

三
月

の
坐
口
付



鯉堪

甜雑

考

(
金
田
)

(
笛
謝山ハ
巷

儀
別
一
號
炉

二
三
二
)

二
∩
)

寺

壼

ケ
寺

肚

人

萱

人

む

山
伏
竈
無
御
座
候

む

盲
檜
竈
無
御
座
候

〆

外

二

む

普
門
寺
下
男
竈

新
藏

右
之
通
吟
味
仕
書
上
巾
・候
以
上

須
怒
江
村
辮
指

天
明
七
未
四
月

嘉

右

衛

門

御

代

官

所

㈲

熊
本
藩

の
郡
司
後
記
な
る
古
爲
本
に
、

む

軒
数

ハ
竈
数

二
不
拘
家
数
試
十
軒
或

ハ
五
十
軒
と
中
事
之
由
天
明
六
年
四
月
下
旬
御
代
官
衆

♂
御
問
合
之
節
御
郡
聞
♂

之
返
答
云
々

鱒

叉
官
職
制
度
考
に
、

○
戸
口

竃
数
を

云

人
別
を

云



肥
後
國

…
…

の
人
口
寛
永
十

一
年

…
…

國
中
の
口
数
を
改
め
ら
る
男
女
二
十
萬
三
千
六
百
七
十
八
人
と
見
え
た
り
し

む

か
れ
共
北
ハ戸
敷

の
事
を
見
す
延
實
年
中
に
初
て
戸
藪
改
り
て
竈
数
八
千
二
百
五
十
蝕
云
々

Gめ

延
享
三
年
小
倉
藩
記
録
に
、

　

一

六
郡

竈

激

、

御

尋

之

節

、

む紫讐
数
二
非禺
九
百
六
十
二
襯竈
、
{久
勤
貧
一二禺
二
百
五
十
三
軒
、

文
小
倉
小
笠
原
家
別
邸
戴

の
町
浦
願
届

一
切
控
(
慶
慮
四
年
)
に
載
せ
た
る
徴
願
書
の

一
節
に

(
之
は
青
木
義
憲
氏
の
教
示
に
依

つ
て

載

す
)、

む

當
島
之
義
は
竈
数
凡
三
百
軒
像
之
庭
御
山
式
等
無
御
座
候

二
付
而
は
企
救
郡
御
浦
邊

♂
薪
買
入
來
候
云

々

山
口
藩

の
法
例
集
た
る
諸
書
付
第

一
冊
四
枚
ウ
に
、

む

む

り

一

屋
敷
究
改
可
仕
縦

一
屋
敷
之
内
に
而
も
か
ま
と
各
別

二
有
之

ハ
付
取
可
申
事

又
同
藩

の
地
下
上
中
に
、

む

　

一

釜

戸
数

八

十

四
軒

内

武

軒

本

軒

九

軒

牛

軒

竈

難

考

(
金
σM川
)

(
酔弟
ムハ
巻

第

一
號

二
=
=
一一
)

二

一



竈

雑

考

(
金

田
)

(
第
六
巻

第

一
號

二
三
四
)

二
二

四
+
八
軒

門

男

拾

五

軒

部

屋

八

軒

名

子

試

軒

無

縁

又
文
政
九
年
著
作

の
戸
籍
御
根
帳

一
ノ
一
に
牧
め
ら
れ
た
る
、
戸
籍
帳
案
文
中
に
、

家

持

増
減
廉

々
江
肩
書
之
事

家

数

人

数

弓

」.・
ゾ

イ

ー

ー

P

患

口
舟

L占

止
ロ

ー

f

O竃

数

人

数

何
千
軒

男
何
千
人

女
何
千
人

何
+
疋

何

艘

何
千
竈

男
何
萬
何
千
人

女
何
萬
人

(以
下
略
)
勃



働

福
岡

藩
関
係

ω
も
の
と
し
て
は
、
天
保
年
代
編
述

の
綜
合
福
岡

藩
年
表
に
、

寛
永

二
十
年
癸
未

む

今
年
於
呂
島
工
漁
夫

二
竈
移

ス
。

叉
同
書
に
、

む

島
原
工
金
崎

ノ
海
士

一
竈
移

ス
。

⑳

又
輻
府
秘
要
録
に
、

享
保
十
年
乙
巳
十

一
月
+
八
日
-
…

出
火
(被
害
計
数
)
…
…

一
侍
屋
敷
武
百
八
軒

一
寺
杜
六
ケ
所

一
町
家
郡
方
軒
数
六

む

百
四
拾
七
軒

一
竈
激
干
三
百
十
三

濱
川
騒

(
石
見
國

)
に
見

え
る
、
文
化
七
年
+
二
月
共

日
の
書
付
に
、

　

類
焼
竈
数
百

一
軒

或
は
又
同
書
に
、

家
漸
外
六
パロ
ニ
十
二
軒

む

但

シ
竈
激

七
百
三
+
,八
軒

封
島
地
方

の
も
の
と
し
て
は
、
左
の
如
き
興
味
あ
る
史
料
を
畢
げ
ら
れ
る
。
之
は
鏡
山
猛
氏
が
封
島
地
方
史
料
採
訪
の
際
、
探
牧

せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
今
般
特
に
恵
與
さ
れ
た
の
で
、
こ
N
に
揚
げ
る
こ
と
が
出
來
た
の
で
あ
る
。

竈

難

考

(金
田
)

(第
六
巻

第
二
號

二
三
五
)

二
三



寵

雑

考

(
金

川
)

(
第
六
巷

第

一
號

二
三
六
)

二
四

(表
紙
)

嚴

原

宗

家

丈

庫

所

藏

奴
婢

御

赦

冤

(内
容
)

豊
村
善
六
父

村
岡
左
京
殿
拝
領

善

兵

衛

同

人

母

民
江
主
水
拝
領

市
之
助

母

源

七

父

古
河
岡
害
拝
領

源

右

衛

門

同

人
母

(
中
略
-
七
人
拝
領
人
名
略
)

少
右
衛
門

,
父

大
浦
兵
左
.衛
門
拝
領

小

兵

衛

同

人



母

雫
田
將
監
拝
領
奴
婢

澤
川
萬
右
衛
門
被
官

助

六

父

源
之
助

母

む

右
者
被
官
之
儀
百
姓
と
は
違
候
付
是
叉
相
尋
候
庭
以
前
汐
被
官
竈
藪
相
極
凧
夫

二・随
ひ
公
役
相
務
候
得
は
御
捨
冤
無

之
候
而
者
村
中
之
差
支
に
相
成
候
段
被
中
聞
候
付
是
又
奴
婢
御
冤
被
成
候

杉
村
仲
拝
領
奴
婢

豊
村
加
兵
衛
妹き

く

右
百
姓
孫
助
妻

同
人
拝
領
奴

同
村
源
助
弟圓

吉

む

右
百
姓
清
左
衛
門
跡
竈
相
務
屠
候

竈

雑

考

(
金
田
)

(
第

六
巷

第

一
號

一=
二
七
)

二
五



竈

雑

考

(
金
巴

(
第
六
巷

第

一
號

一
一
三
八
)

二
六

大
浦
兵
左
衛
門
拝
領

碑

同
村
藤
五
郎

妹

せ

ん

右
百
姓
市
左
衛
門
妻

笹
葉
牛
之
允
拝
領
奴

同
村
喜
右
衛
門
弟

千

代

松

龍
田
伊
雫
太
拝
領
奴

同
村
市
之
助
弟

善

太

り

む

右

ハ
各
々
子
竈
之
儀
百
姓
と
ハ
課
違
候
付
共
段
相
尋
候
虚
此
度
百
姓
数
多
潰

レ
候
付
被
成
御
冤
度
之
旨
被
申
聞

二
付
犯

人
之
父
母
同
前
二
奴
御
免
被
成
候

樋
口
計
助
拝
領
妹

同
村
喜
右
衛
門
妹み

つ

右
者
次
川
萬
右
衛
門
被
官
源
七
女
房
右
被
官
之
妻

二
相
成
民
是
叉
同
様
之
謬
と
中
聞
候
付
妹
御
冤
被
成
候
右
者
先
般
子



マ

カ

　

む

む

共
依
潜
商
之
科
爲
曳
科
奴
婢
被
仰
付
候
處
髄
村
百
姓
三
十
二
竈
之
内
十
七
竈
犯
人
二
而
夫
々
御
裁
許
相
濟
候
然
虜
竈
数

む

過
牛
相
潰

レ
跡
竃
客
易

=
難
取
立
左
候
時
は
御
年
貢
公
役
銀
勿
論
朝
鮮
飛
船
用
共

二
必
至
と
及
差
支
候
段
大
切

二
被
存

委
細
被
訴
出
候
趣
御
郡
中
之
役
大
切

=
被
心
を
用
候
段
此
ハ筋
在
之
事

二
候
乍
去
御
法
を
被
取
行
候
道
に
お
ゐ
て
は
公
之

上

ヘ
ニ
私

ハ
無
之
道
理

二
而
決
而
御
心
え
不
依
事

二
候
得
共
御
年
貢
公
役
銀
減
ジ
候
と
申
物

二
相
成
候
而

ハ
豊
村
亡
所

マ
ヘ

マ

も

二
成
リ
候
同
前

二
而
御
取
ヶ
御
損
削

二
及
重
大

ル
事

二
候
府
内
と
優
劣
有
之
様

二
相
聞
候
得
共
右
之
諜
故
以

一
事
之
構

マ

へ宣
右
之
面

々
蚊
碑
之
號
を
格
別
之
御
了
簡
を
以
御
赦
冤
被
成
候
尤
以
來
は
縦
令
如
何
様
之
及
故
障
候
共
御
取
上
被
成
聞

敷

候
尤
他

二
嫁
候
者
茂
以
來
は
家
内
宗
門
改
不
付
替
候
而
は
實
方
之
曳
科

二
可
被
仰
付
候
聞
右
之
様
可
被
相
心
得
候

(下

略
)

倫
ぽ

此
史
料
に
見
え
る
『
子
竈
」
の
語
で
あ
る
が
、
之
は
右
に
あ
る
通
り
、犯
罪
者
の
妻
叉
は
弟
妹
に
し
て
、
蓮
座
せ
る
者
を
構
し
た

も
の
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
、
そ
れ
か
ら
、
各
地
の
用
例
の
大
牛
は
、
叉
竈
と
は
同
居
共
食

の
家
族
に
し
て
、
し
か
も
公
課
負
捨

の
資

格
あ
る
場
合
を
指
樗
す
る
も
の
と
考

へ
て
い
x
と
思
ふ
が
、
之
に
あ
つ
て
は
そ
の
意
味
が
明
瞭
に
看
取
出
來

る
と
云
ふ
こ
と
、
而
し

て
『
子
竈
』
と
云
ふ
場
合
は
、
右

の
全
體

の
交
意
か
ら
し
て
、
竈
の
語
を
使
用
す
る
が
、
公
課
負
担

の
資
格
が
な
か
つ
た
と
見
ら
れ
る

こ
と
は
云
ふ
迄
も
な
く
、
叉
独
立

の
同
居
共
食
家
族
膿
で
は
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
、
と
云
ふ
こ
と
な
ど
注
目
す
べ
き
で
あ
ら
う
。

岡
山
藩

の
も
の
と
思
は
れ
る
安
政
五
年
六
月
御
改
正
御
條
.口
爲

の
條

々
中
に
、

む

一

中
庄
屋
者
竈
五
百
軒
高
五
千
石
位
之
場
所
し2
堂
人
宛
丈
成
身
許
宜
正
直
成
御
用

二
相
立
候
者
大
庄
屋
ず
相
選
伺
出

竈

雑

考

(金
田
)

(第
六
巻

第

一
號

二
三
九
)

二
七



竈

雑

考

(金
田
)

(第
六
巻

第

一
號

二
四
〇
)

二
八

候
上

二
而
御
評
儀
を
以
被
仰
付
云
々

㈹

叉
岡
山
市
史
に
、
實
永
七
年
改
と
し
て

む

家
数

二
千
八
百
四
十
軒
、
借
家
四
千
八
百
五
十
七
軒
、
竈
数
七
千
六
百
九
十
ヒ

㈲

掻
陽
奇
槻

に
、

一

町
数
六
十
五
町

一

家
激
合
f
五
百
六
十

一
軒

　

一

竃

数

合

七
千

四

百

九

十

↓
軒

尚
ほ

大

坂

地

方

の
も

の
と
し

て

は
、

大

阪
市

史

第

四
上

九

一
六

頁

、

一

一
〇

五

頁

、

一

一

一
五
頁

、

】

一

一
六
頁

、

一

】

一
八

頁

、

及

び

同
史

索

引

の
補

遺

の
部

八

一
頁

等

々
参

照
。㈹

京
都
地
方

の
例
と
し
て
は
、
近
世
風
俗
見
聞
集
に
、

む

火
元
は
砥
園

新
地
末
吉
町
島
本
三
郎
・九
郎
借
屋
若
原
屋
喜
兵
衛
右
町
内
に
て
家
数

二
軒
、
此
竈
数
火
元
共
に
五
十
七
軒
、

む

む

同
所
西
側
大
和
大
路
常
盤
町
、
芝
居

二
軒
、
竈
激
四
十
八
軒
、
同
績
き
廿

一
軒
町
、
竈
数
廿
二
軒
…
…
中
略
…
-
右
家

む

激
九
十
八
軒
、
竃
数

二
百
七
十
七
軒
云
々

㈲

常
陸
笠
閥
藩

の
記
録
に
、

　

去
る
庚
午

○
文
化

七
年

正
月
よ
り
去
る
乙
亥

○
文
化

十

二
年

正
月
迄
増
減
惣
寄

竈
激

二
百
七
十

一
軒
増



同

三
百
六
十
七
軒
減

以
上
は
根
本
記
録
及
び
比
較
的
堅
い
著
作
物
に
見

え
た
る
例
で
あ
る
が
、

⑯

元
隷
十
六
年
版
の
立
身
大
輻
帳
巻
之
三
に
、

む

我
は

へ
出
よ
り
此
か
た
十
年
の
光
陰
は
、
奔
箭
下
流
の
水
の
如
し
、
此
間
に
二
十
軒

の
竈
を
経
め
ぐ
り
て
、
給
銀
都
合

六
百
拾
匁
云
々

⑳

叉
享
保
六
年
作
の
百
姓
分
量
記
巻
二
に
見
え
る
次
の
場
合
も
同
じ
用
例
で
あ
ら
う
。
即
ち

ま
た
奉
公
人
山
出
し

の
時

の
心
は
、
先
身
命
を
助
り
た
る
勤
に
、
年
を
維
て
少
の
蓄
も
出
か
し
、

一
度
離
散
し
た
る
田

む

畑
を
も
請
返
し
、
似
合

の
竈
を
も
立
た
き
願
た
る
べ
し
、
云
々

最
近

の
著
作
で
あ
る
、
萱
岐
島
民
俗
誌
二
六
八
頁
に
、

む

む

む

一
家
を
持
た
な

い
者
の
事
を
「
お
荒
神
様
持
た
す
」
と
云
ふ
。
叉
戸
数
を
数
ふ
る
の
に
も

一
カ
マ
ド
ニ
カ
マ
ド
と
呼
ぶ

と
あ
る
は
、
古
い
時
代
、
少
く
と
も
徳
川
時
代
此
地
方
に
、
同
種

の
慣
習
の
行
は
れ
た
こ
と
を
、
思
は
し
む
る
も
の
で
あ
ら
う
。

㈹

尚
ほ

徳
川
時
代
の
分
家

は
、
家
産
と
家
名
の
分
立
、
即
ち
具
膿
的
な
生
活
共
同
家
族
禮

の
新
設
で
あ
る
が
、
此
分
家
を
構
し
て
、

　

、

、

、

、

㈹

『
豪

所

分

レ
』
と

稔

す

る
慣

習

が

、

少

く

と

も

幕
末

或

地
方

に
存

在

し

た

こ

と
が

知

ら

れ

る
。

所

で

此
『
毫

所

』
は
竈

な

る
語

の
代

用

と

も

云

ふ
。へ
き

も

の
で

あ

り

、

二

玉

に
云

ふ
竈

と
同

一
の
意

味

の
も

の
で

あ

つ
た

と

解

せ

ら

れ

は

し

ま

い
か
。

若

し
然

り

と

す

れ

ば

、

り
)
玉
に

参

考

す

。へ
き

事

例

で

あ

ら

・フ
。

竈

難

考

(
金

田
)

(第

山ハ
巷

第
二

號

二
四

一
)

二
九



竈

曲雑

考

(
金

田
)

-

(
婚
叩
山ハ
{巷

第
「
一
號

一一
四

M一
)

三
〇

禰

又
今
日
迄
行
は
れ
て
居
る
、
東
北
地
方
の
分
家
同
志
を
『
ア
エ
カ
マ
ド
』(
相
竈
)
と
云
ふ
慣
習
、
及
び
本
家

を
『
オ
ヤ
カ
マ
ド
』
と
稻

)

、
'

ユ

つ
ヨ

ぐ

る

く

く

す
る
奥
州
奮
南
部
領
の
慣
習
、
或
は
又
分
家
を
『
カ

マ
ド
タ
テ
ル
』
と
云
ふ
盛
岡
地
方

の
慣
習
等
は
、
叉
以
て
こ
N
に
参
看
す
べ
き
類

例
で
あ
ら
う
。

佐
賀

鍋
島
家
別

邸
所
藏

。

史
學
難

誌
四
十
編
十

一
號
所
載
長
沼
賢
海
氏

の
宗
旨
人
別
改

め
の
登
達
中

に
引
用
。

註
ω
所
引
。

在

中
出
家
之
節

の
條

。
尚
ほ

肥
後
相
良
藩

に
て
は
、
今

に
竈

の
語
を
、
戸
数

を
数
ふ
る
に
用
ふ

と
云
ふ

が
、
今
こ
ゝ
に
具
體
的

諦
採
を
塞

げ
得

な

い
。

.

肥
後
丈
献
轟最
童
日第

一
巻
所
牧
本
、

一
九
六
頁
、
本
堂
日
は
⊥叉
化

八
」牛
成

る
。

福
岡
縣
史
資

料
第

二
輯
四

七
八
頁
。
殉

ほ
五

二
〇
頁
参
照
。

三
者
共

に
山

口
縣
立
圖
書
館
藏
。
地
下
上
串

は
山

口
藩
各
村

に
就

い
て
存
す
る
、

こ
エ
に
出
し
た

る
は
、
日
置
村

の
分

の
享
保
乃
至
寛
延
時
代

の
も

の
。

福
岡

縣

史
賓
料
第

二
輯

一
七
〇
頁
。

同
上
、

二
四
五
頁

。

一
三
四
頁

。

上
四
七
〇
頁

。

浪
速
叢
業
第

三
所
牧
本
、

三

一
頁
。



國
書

刊
行
會
本

、
第

二
、

一
八
三
頁
。

経
済

史
研
究

三
七
號
所
載
本
庄
榮
治
郎
氏

の
笠
間
藩

の
人
口
政
策

六

一
頁
所
載

に
依

る
。

江
戸
時
代

丈
藝
賓
料
第

二
所
牧
本
、

一
六
四
頁
。

通
俗
経
済

交
庫

巻
八
所
牧
。

中
田
博
士
徳

川
時
代

の
丈
學

に
見
え
た

る
私
法
相
続

の
條

。

羽
後
國
李

鹿
郡

の
慣
習
、
全
國
民
事
慣
例

類
集
(
明
治
文
化
全
集
本
)
三
〇

一
頁
。

柳

田
國

男
氏
農
村
語
彙
(
農
業
経
済

研
究
九
巻

一
號

)其
條
。

同

上
、
其
條

。

同

上
、
其
條

。
省

ほ
大
僻
典

カ

マ
ド
ワ

ケ
ル
の
條
参
照

。

わ

リ

セ

此
の
如
く
、
同
居
共
食

の
家
族
を
竈
と
構
し
た
こ
と
か
ら
、
延
い
て
同
居
共
食
家
族

の
長
を
、
竈
の
長
と
云
ふ
意
味
の
語
を
以
て
、

表
現
し
た
場
合
も
あ
つ
た
と
云
ふ
こ
と
、
及
び
、
同
居
共
食
の
家
族
即
ち

一
世
帯
に
課
す
る
税
、今
日
の
戸
数
割

と
で
も
云
ふ
べ
き
も

へ

う

も

カ

の
を
、
竈
役
或
は
鉦
役

(鑑
は
自
在
鈎
に
し
て
、
竃
な
る
表
現
と
同
種
同
様
の
表
現
で
あ
る
)
な
ど
と
稻
し
た
こ
と
も
あ
つ
た
と
云

ふ
こ
と
を
述
べ
て
、
本
節
を
絡
る
こ
と
に
し
度
い
。

払剛
椙
…山ユ
身
大
}輯
帳
巻
ふ∠
一二
、

一
六
四
頁
に
、

(奉
公
稼

の
久
三
、
奉
公
を
や
め
)
…
…

不
叶
ば
打
破
て
叉
も
と
の
久
三
、
行
つ
く
ま
で
の
鞭
聯
肺
と
畳
悟
を
極
め
、

元
服
し
て
よ
り
此
か
た
、
絡
に
か
は
ら
ぬ
な
じ
み
の
名
な
れ
ば
、
不
改
し
て
直
に
ぬ
か
買
の
久
右
衛
門
と
呼
れ
、
云
々

竈

雑

考

(
金

田
)

(
第

六
巷

第

一
號

二
四
三
)

ゴ
ニ



竈

雑

考

(金
田
)

(第
六
巻

第

一
號

二
四
四
)

三
二

日
本
永
代
藏
巻
四
、
所
る
し
る
し
の
神

の
折
敷

の
段
に
、

我
夫
婦
よ
り
は
た
ら
き
出
し
今
七
十
五
人

の
静
騨
塾
大
屋
敷
ね
が
ひ
の
ま
x
に
七
つ
の
藏
九
の
聞

の
座
敷
萬
本
千
草
の

外
銀
の
生
る
名
木
は
び
こ
り
て
所
は
し
か
も
長
者
町
に
す
め
り
。

叉
同
じ
く
西
鶴

の
本
朝

二
十
不
孝
、
雀
三
心
を
の
ま
る
曳
蛇
の
形
の
段
に
、

此
武
太
夫
俄

に
た
の
し
け
れ
は
昔
を
忘
れ
。
時
え
て
我
ま
エ
を
振
舞
ば
所
に
憎
み
立
ら
れ
。
人
の
付
會
絶
我
内
の
竈
將

軍
寒
い
も
あ
つ
い
も
し
ら
す
暮
し
ぬ
○

叉
西
鶴
の
世
闇
胸
算
用
、
雀

二
尤
始
末

の
異
見
の
段
に
、

惣
じ
て
遊
興
も
よ
い
ほ
ど
に
や
む
べ
し
仕
舞

の
見
事
な
る
は
稀
な
り
。
是
を
お
も

へ
ば
お
も
し
ろ
か
ら
す
と
も
堪
忽
し

て
我
内

の
心
や
す
く
…
…
こ
と
は
り
な
し
に
高
枕
し
て
腰
元
に
足
の
ゆ
び
を
ひ
か
せ
茶
は
寝
な
が
ら
内
儀
に
も
た
せ
置

て
手
も
出
さ
す
に
飲
け
れ
ど
も
面
ノ
＼

の
竈
將
軍
此
内
に
つ
璽
く
兵
も
の
な
け
れ
は
た
れ
か
外
よ
り
と
が
む
る
人
な
く

樂
み
は
是
て
濟
事
な
り
。

℃

鋤

等

々
は
、
そ
の
類
例
で
あ
る
の
で
あ
徹
。
秋
田
地
方
に
て
、
今
日

一
家

の
主
人
を
『
か
ま
ん
ど
も
ち
」
と
云
ふ
習
俗
は
叉
、
同
種

の

慣
習
の
淺
存
で
あ
る
で
あ
ら
う
。

尚
ほ

佛
蘭
西
中
世
の
共
産
家
族
制
に
於
て
は
、
時
に
共
産

の
管
理
人
を
『
パ
ン
塊
の
長
」
(
C
h
e
f
 
d
u
 
C
h
a
n
t
e
a
u

)
と
呼
ん
だ
こ
と

紛

が
あ
叡
。
所
で
此
共
産
の
管
理
人
は
同
時
に
共
産
家
族
の
長
で
あ
つ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。若
し
然
り
と
す
れ
ば
、佛
蘭
西
に
於
て



は
、
同
居
共
食
家
族

の
長
を
呼
評幽
に
、
パ
ン
塊
即
ち
食
の
長
と
云
ふ
表
現
を
取
つ
た
鐸
で
あ
る
が
、
麟

つ
て
我
國

の
竈
將
単
な
る

語

に
就

い
て
見
る
に
、
之
叉
竃
:
炊
具
即
ち
食
の
長
と
云
ふ
表
現
で
あ
る
が
故
に
、
両
者

は
全
く
そ
の
軌
を

一
に
せ
る
も
の
で
あ
つ
た

㈹

と

云

ふ

こ

と

に

な

る

の

で
あ

る
。

幽

殉

ほ
竈
將
軍

の
語
に
就

い
て
は
、
大
僻
典
、
大
日
本
國

語
僻
典
、
元
緑
文
學
僻
…典
等
々
参
照
。
之
等
僻
典
は
叉
、
此
語
は
韓

じ

て
、
噂
天
下

の

稻

と
も
な
る
と
云
ふ
。

44

秋
田
方

言
三
〇
七
頁
。

45

中
田
値
円士
唐
宋

時
代

の
家
〃族
丘
ハ産
制
(
前
掲
)
七
頁
。

ラ

も
コ

へ
も
り

幽

譜
代
隷
属
者
を
釜
子
或
は
釜
譜
代
な
ど
と
も
稻

し
た
と
、
大
僻
典
、
諺
語
大
僻
典

等
に
見
え

る
が
、
之
は
竈

の
隷
属
者

と
云
ふ
表
現
で
あ

つ
て
、

竈
將
単
な
る

語
と
同
傾
向

の
語
法
で
あ
る
で
あ
ら
う
。

竈

役

或

は

錐

役

に
就

い

て

は
、

今

こ

x

に
具

艦

的

例

誰

を
基

け

る
準
備

が
出

來

て
居

な

い
が

、
地
方

凡

例

録
巻

五

に
『
一
鑑

役

之

事

錨

役

ト

云

ハ
、

古

昔

…
棟

役

ヲ
掛

テ
家

々
役

ヲ
取

ル
、

夫

ヲ
百

姓

難

儀

シ
、

家

ヲ
長

屋

ノ
様

二
作

リ

、

棟

役

ヲ

掛

ル
様

ニ
ス

ル

ニ
ヨ

リ
門

役

ヲ

掛

テ
取

故

、

亦
門

ヤ

ク

ヲ
厭

ヒ
テ

、

ロ

フ
サ

ギ
少

ク

ス
ル

ユ

エ
、

其

後

ハ
内

ノ
竈

ヲ
撒

ヘ
テ
、

鑑

ヤ
ク

ト
名

付

役

ヲ

取

立

ル

、
鑑

ハ
鍋

釜

ヲ
掛

ル
自
在

鈎

ノ
事

也

、

中

古

石

高
等

定

リ

テ

ハ
、
村

別

鍮

ヤ

ク

ト
云

ハ
ナ

シ
、

今

モ
越

前

ニ
テ
小
物

成

ノ
名

目

ニ

ナ
リ

テ

ア

ル
由

也

、

其

他

山

家

ニ
テ

ハ
間

々
ア

ル
事

也

、

持

高

ニ

バ
カ

・

ハ
ラ

ズ

、
家

一
軒

ヨ
リ

、
鏡

何

ホ

ド

・
手
等
三

割

付
集

メ

、
村

入
用

ニ
ス
ル
所

モ
ア

リ

、
是

ハ
山
内

木

艸

ヲ
取

コ
ト
高

ニ
カ

・
ハ
ラ

ズ

、
家

並

二
入

會

カ

リ

ト

ル
故

也

、

亦

塘

切

所

水

留

、
■

或

ハ
猪

猿

カ

リ
出

ス
様

ニ
ナ

リ
、

右

人
多

ク

入
時

、
持

高

ニ
カ

・
ハ
ラ

ズ
、

竈

役

二

一
人

ヅ

・
出

ス

コ
ト

モ
ア

リ
、

是

等

モ
此

名

目

竈

雑

考

(
金

田
)

(
第
六
巻

第

一
號

二
四
五
)

三
三



竈

難

考

(
金
田
)

(
第
六
巷

第

一
號

二
四
六
)

三
四

、

一=
ア
、
遠
國
山
中

ニ
ア
ル
小
物
成
ノ
類
也
」

と
詳
説
さ
れ
て
居
る
こ
と
に
依
り
知
り
得
る
の
で
あ
る
。

尚
ほ

此
竃
役
、
鑑
役
は
、
そ
の
内
容
に
於
て
、
そ
の
表
現
に
於
て
、
中
世
激
洲

一
般
に
行
は
れ
た
竈
税

(
H
e
a
r
t
h
 
T
a
x
,
 
H
e
r
d
s
-

t
e
u
e
r
,
 
C
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
d
e
s
 
C
h
e
m
i
n
e
e
s

)
と
殆
ん
ど
同
様
の
も
の
で
あ
る
が
、
之
叉
興
味
あ
る
事
實
で
あ

ら
う
〇

三

前
節
に
述
べ
た
通
り
、
少
く
と
も
徳
川
時
代
に
於
て
は
、
縛
用
後

の
竈
な
る
語
は
、
最
も
普
通
に
、
同
居
共
食
の
小
家
族
と
云
ふ

意
味
に
用
ゐ
ら
れ
た
と
考

へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、

こ
N
に
地
方
に
依
り
、

此
意
味
の
竈
な
る
語
を

一
般
的

に
使
用
し
な
が
ら
、

同
居
共
食

の
家
族
あ
る
も
、
尚
ほ
且

つ
之
を
竈
と
稻
し
な

い
場
合
か
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
Q

第

一
は
、
先
づ
佐
賀
藩
に
於
け
る
事
例
で
あ
る
が
、
本
藩
に
於
け
る
戸
口
調
査
簿
は
二
種
類
あ
つ
て
、

一
は
先
に
揚
示
し
た
人
別

竈
帳
で
あ
る
が
、
他
に
無
竈
帳
な
る
も
の
が
あ
り
、
そ
の
中
に
此
事
例
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

而
し
て
そ
の
事
例
は
叉
二
種
類
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の

一
は

高

木

町

當
時
柳
町
住
居

兵

藏

三
溝
村

日

本
経
済

.

大

典

本

、

大
阪
商
大
経
済
研
究
所
編

経
済

學
僻
典
其
條
参
照



一

向

宗

報
愚
寺

同

女

房

同

娘

ち

よ

同

母

親

〆

男
女
四
人
㈹

ぬ

も

の
如
き
を
、

一
個
の
無
竈
と
云
ふ
場
合
で
あ
る
。

右

の
無
竈
帳
の
記
載
は
、
同
居
共
食

の
家
族
と
見
て
差
支
な

い
で
あ
ら
う
か
ら
、
當
地
方
に
あ
つ
て
は
、
同
居
共
食
の
家
族
、
必

す
し
も
常
に
竈
で
な

い
と
云
ふ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

尤
も
之
は
高
木
町
か
ら
見
て
、
他
町
に
移
住
せ
る
場
合
を
、
無
竈
と
な
す
丈

の
こ
と
で
あ
つ
て
、
他
町
現
住
地
に
於
て
は
、
立
派

に

一
の
竈
で
は
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
此
こ
と
は
、
前
掲
伊
勢
屋
町
人
別
竃
帳
に
、
他
村
よ
り
來
住
せ
る
家
族
を
、

一
竈
と
し
て
記
入

㈹

し
て
居
る
こ
と
に
依

つ
て
、
充
分
了
解
し
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
二
は

當
時
相
良
五
兵
衛
殿
宅
罷
在
候

●

内
野
村

繹

宗

西
光
寺

喜

+

同

女

房

同

子

三

藏

同

子

爲

次

郎
㈲

竈

雑

考

(
金
田
)

(第

六
巷

第

一
號

二
四
七
)

三
五



竃

難

考

(
金

田
)

(
第

六
巷

第

一
號

二
四
八
)

三
六

し

う

を
無
竃
と
す
る
場
合
で
あ
る
。

之
叉
同
居
共
食
の
家
族
で
あ
る
で
あ
ら
う
が
、
そ
れ
が

『
相
良
五
兵
衛
殿
宅
罷
在
」
即
ち
独
立

の
形
式
を
備

へ
な
い
爲
め
に
、
無

竈
と
な
し
て
居
る
の
で
あ
ら
う
。
同
居
共
食
の
家
族
と
錐
も
、
そ
れ
が
他
の
家
族

の
中
に
包
掻
せ
ら
れ
て
居

る
場
合
に
は
、
竃

と
呼

ば
れ
な
か

つ
た
で
あ
ら
う
こ
と
は
、

一
般
的
に
も
想
像
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
故
に
、
此
種
の
概
念
は
、
敢

へ
て
佐
賀
藩
に
限
つ

た
も
の
で
な

い
か
も
し
れ
な

い
。

第

二
は
、
常
陸
笠
問
藩

の
記
録
に
見
え
る

右
者
御
領
分
村

々
竈
数
年

々
人
別
帳
之
面
を
以
取
調
候
塵
書
面
之
通
御
座
候
。
尤
二
男
三
男
之
類
往

々
分
地
取
立
候
含

　

b

、

熟

b

、

、

、

、

、

、

、

㈱

を
以
別
家
相
成
居
。
當
時
人
別
帳
に
は
彌
張

一
竈
の
内
に
加
り
居
候
者
蝕
程
有
之
候
。

の
場
合
で
あ
る
。

此
別
家
と
は
、

一
個
独
立

の
同
居
共
食
の
家
族
を
構
成
す
る
も
の
と
見
て
い
曳
で
あ
ら
う
が
、
然
ら
ば
、
同
居
共
食
の
家
族

と
云

ふ
事
實

の
み
を
以
て
し
て
は
、
伺
ほ

一
個
の
竈
た
り
得
な
い
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
諜
の
も
の
で
あ

つ
て
、
公

の
特
別
の
取
計
を
経
て

初
め
て
、

一
竃
と
な
る
も
の
で
あ
つ
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。

第
三
は
寺
(
吐
人
も
同
様
で
あ
つ

た
ら
う
と
推
量
す
る
)を
竈
と
な
き

る
地
方
が
、
相
嘗
多

い
吃

い
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。

ゆ

即
ち
、
延
岡
、小
倉
地
方
に
て
は
省
ほ
寺
、肚
人
を
竈
と
呼
ん
で
は
居
る
が
、
前
節
に
墨
げ
た
や
う
に
、福
岡

地
方
に
於
て
は
、
『
一

)

)

0
溜

0ゆ

　む

ら

く

く

寺
六
ケ
所
」
と
な
し
、
又
大
垣
地
方
に
於
て
は
、
『
一
竈
百
三
十
軒
寺

一
」
と
な
し
、
佐
賀
藩
に
於
て
は
、
『
合
竈
数
七
十
三
軒
…
外



鋤

二
寺
萱
ケ
斯
』
な
ど
曳
な
し
て
、
寺
に
は
竈

の
名
を
冠
し
て
居
な
い
の
で
あ
る
。

此
寺
と
は
叉
、
原
則
と
し
て
同
居
共
食

の
家
族
を
、
そ
の
内
容
と
し
て
居
た
も
の
と
な
し
得
ら
れ
る
で
あ

ら
う
か
ら
、
同
居
共
食

の
家
族

で
あ
つ
て
も
、
そ
れ
が
寺

の
外
貌
を
有
す
る
場
合
に
は
、
之
を
竈
と
構
せ
ざ
る
地
方
が
あ

つ
た
と
云

ふ
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
o

ぬ

し

第
四
に
、
小
倉
藩
に
於
て
は
、先
に
掲
げ
た
様
に
、非
人
に
就

い
て
は
『
小
屋
何
軒
」
と
し
て
、
竈
と
云
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

佐
賀
鍋
島
家
別
邸

に
多
撒
存
す
。
本

例
は
無
竈
帳
別
當
清
左
衛

門
と
の
表
書
あ

る
も
の
よ
り
抽
出
。

前

示
註

19
所
引
中

に
、
袋
村

町
内

よ
り
の
來
住
町
人
を
、
伊

勢
屋
町
に
於

て

一
竈
と
し

て
居

る
は
そ
の

一
例

。

註
47
に
同
じ
。

註
35
所
引

に
同

じ
。

註
働
24
所
引
。

註
30
所
引
。

大

垣
市
史
中

三
頁
。

前
掲
伊
勢
屋
町
人
別
竃
帳

。

四も

へ

も

も

へ

も

次
に
は
、
前
節
と
反
対

に
、
家
族
な
く
し
て
、
尚
ほ

竈
と
稽
せ
ら
れ
た
場
合
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
見
よ
う
。
尤
も
そ
れ
は
嘗

つ

て
、
家
族
共
同
生
活

の
行
は
れ
た
場
所
で
は
あ

つ
た
ら
し

い
が
。

竈

雑

考

(
金

田
)

(
第
六
巻

第

一
號

二
四
九
)

三
七



竈

雑

考

(
金
田
)

(
第

六
巻

第

一
號

二
五
〇
)

三
八

佐
賀
藩

の
前
掲
伊
勢
屋
町
人
別
竈
帳
に
、
竈
激
七
拾
三
軒
と
総
計
を
出
し
て
居
る
が
、
そ
の
中
に
、

一

同

○
屋
舖

聞
口

三
聞

道
租
元
町
利
左
衛
門
抱

も

う

當

時

明

家

る

も

と
、
明
家
を
、

一
竈
と
し
て
、
算
入
し
て
居
る
こ
と
が
、
そ
の

一
つ
で
あ
る
。

他
は
、
之
又
前
掲
の
小
倉
藩
…の
田
川
郡
竃
激
人
撒
書
上
帳
に
、

」

竈
数
六
拾
式
軒

下
伊
田
村

内

一

六
拾
嵩暑
軒
日

百

姓

一

壼

軒

寺

軸
街

う

も

ぬ

と
あ
る
、
無
佳
寺
を
竈
と
な
し
て
居
る
場
合
で
あ
る
。

五

徳
川
時
代
竈
な
る
語
は
、
更
に
韓
用
さ
れ
て
と
云
ふ
よ
り
は
、同
居
共
食

の
家
族
を
意
味
す
る
こ
と
か
ら
更

に
、主
と
し
て
そ
の
経

し

う

で

も

セ

わ

わ

濟
的
方
面
即
ち
財
産

一
般
を
指
構
す
る
、
意
味
が
狭
め
ら
れ
た
用
例
が
出
て
來
る
。



此
方
面
に
關
す
る
法
制
的
資
料
は
、
第
六
節
末
段
に
掲
示
の
設
文

(
し
か
も
そ
れ
は
、
築
造
物
の
み
を
指
す
に
止
ま
る
が
)
以
外
、

今
之
を
知
り
得
な

い
が
、

一
般
著
作
物
な
ど
の
上
の
用
例
は
、
多
少
見
出
し
得
ら
れ
る
の
で
、
以
下
そ
れ
を
基
け
て
見
る
こ
と
に
し

よ
う
o

實
永
七
年
作
近
松
丈
左
衛
門
の
心
中
匁
は
氷
の
朔
日
上
之
巻
に
、

　

む

　

や
う
く

本
復
め
さ
つ
た
り
や

一
昨
年
の
大
地
震
。
私
は
き
じ
や
く
で
床
に
つ
き
、身
代
ど
う
も
立
鍍
、既
に
か
ま
ど
を

破

る
庭

Q

ー

鋤

と

あ

る

は
、
身

代

を

『
か

ま

ど
』
と
稻

し

た

も

の
で

あ

る

・

㈹

今

日

岩

手

縣

、

秋

田

縣

仙
北

地
方

等

に

て
、

破

産

す

る

こ

と

を

『
カ

マ
ド

オ

カ

エ
ス
』
と

構

し

、

又
盛

岡

地
方

に

て

も
、

『
カ

マ
ド

働

カ

ヘ
ス
」
を
同
じ
意
味
に
使
用
す
る
と
云
ふ
が
、
之
等
は
、
右
と
同
様

の
習
俗
の
淺
存
と
見
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。

徳
川
時
代

　

　

つ

　

へ
つ

つ

い

の
り

つ
ば

な

側

に

日

な

し

か

し

別
.

　

　

む

む

お

親

分

ン
と
見

え
て

へ
つ

つ

い
惣

か

な

具

な

ど

の
川

柳

が

あ

る
が

、
之

は

少
く

と

も
『
へ

つ

つ

い
』
即

ち
竈

を

以

て

、

そ

の
貧

富

を
表

現
す

る

も

の
で

あ

る

か

ら

、
本

節

に
参

照

す

べ

き

用
例

で

は

あ

る

ま

い
か

。

叉

古

く

か

ら

の
偲
諺

に

、

竈

雑

考

(金

田
)

(
第

六
巷

第
二

號

二
五

一
)

三
九



竈

雑

考

(
金
田
)

(
第

六
巷

第

一
號

二
五

二
)

四
〇

む竈
よ
り
先
に
女
房

な
る
も
の
が
あ
る
が
、
之
は
『
一
家
を
た
て
る
資
力
な
く
し
て
妻
を
迎
ふ
る
を
い
ふ
』
(諺
語
大
跡
典
)
も
の
と
す
れ
ば
、
此
竈
叉
、
財

産
と
云
ふ
意
味
が
張

い
で
あ
ら
う
。

㈲

今
日
の
方
言
と
し
て
、
秋
田
地
方
に
て
は
、
『
か
ま
ん
ど
』
は
財
産
、
世
帯

の
意
味
に
用
ゐ
ら
る
と
云
ひ
、
叉
青
森
地
方
に
て
は
貧
人

ラ

　

60

印

く

く

を

一、か

ま

ど

な

し

』
、
富

人

を
『
か

ま

ど

も

ち

』
と

云

ふ

こ

と

、
或

は

叉
盛

岡

地
方

に

て

も
金

満

家

を

『
ヵ

マ
ド

モ
チ
』
と

云

ふ

こ

と

な
ど

、

叉

こ

瓦

に
参

看

す

。へ
き
事

例

で
あ

る

で
あ

ら
う

。

尚
ほ

大
餅
典
、
大
日
本
國
語
餅
典
参
照

。

大
僻
典
其
條
。

前
掲
柳

田
氏
農
村

語
彙

其
條

。

柳
多
留
(
岩
波
丈
庫

本
)
上
谷
八
七
頁

、
同

=

二
頁
。

秋

田
方
言

三
〇
七
頁
。

大
日
本
國

語
蹴

典
。

註
57
所
引
。

六

り

し

竈
な
る
語
は
、
前
節
云
ふ
通
り
.
財
産

の
意
味
に
も
使
川
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
更
に
住
宅
を
意
味
す
る
場
合
も
出
て
來
る
の
で

あ
る
。



③

座
頭
共
記
録
に
、

む

　

む

元
服
に
鳥
帽
子
官
途
料
家
督

の
冥
加
金
新
宅
に
竈

の
料
藏
建
に
新
造
の
料
寺
地
に
て

ハ
堂
供
養

の
料
…
…
是
等

ハ
古

へ

上

へ
被
召
上
候
處

の
小
物
成
云
々

と
あ
る
が
、
此
新
宅
は
別
家
、
分
家

の
意
味
に
も
と
れ
よ
う
が
、
こ
N
で
は
居
宅
新
築
と
云
ふ
程
度
の
意
味
で
、
從
つ
て
此
竈
の
料

と
は
、
新
築
家
屋
に
課
す
る
税
と
云
ふ
意
味
で
は
あ
る
ま

い
か
。
然
り
と
す
れ
ば
、
住
居
を
竈
と
概
念
し
表
現
し
た
課
に
な
る
で
あ

ら
う
o

　

ゆ
)

㈱

又
長
崎
市
法
會
所
に
於
て
は
、
外
國
貿
易
よ
り
の
利
益
金
の

一
部
を
箇
所
銀
、
竈
銀
と
穆
し
て
、
市
民
に
交
付
し
た
が
、
前
者
は

土
地
所
有
者
に
対
す

る
分
配
銀
、
後
者
は
家
屋
賃
借
人
に
対
す

る
配
當
銀
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
所
で
此
場
合

に
於
て
は
、

一
は
土

地
に
対
し

、

一
は
賃
貸
家
屋
に
対
す

る
交
付
と
云
ふ
形
を
と
つ
た
も
の
で
あ
る
が
故

に
、
此
竈
叉
住
家

の
意
味

に
使
用
せ
ら
れ
た
も

の
と
な
し
得
ま
い
か
。

次
な
る
日
田
天
領
地
方
に
行
は
れ
た
、
借
屋
證
文

に
至
つ
て
は
、
最
も
明
瞭
に
、
住
家
を
爺
と
構
し
た
も
の
で
あ
る
。

借
家
請
證
文
之
変

む

一

竈

萱

軒

爲
此
家
賃
銭
八
百
五
拾
文

旦イ

盆
前

十

二
月

半
分

半
分
相
梯
可
申
候

竈

雑

考

(
金

田
)

(第

六
巷

第

一
號

二
五

三
)

四

一



竈

難

考

(
金

田
)

(第

六
巻

第

一
號

ご
五
四
)

四

二

右
者
貴
殿
御
持
屋
敷
之
内
右
之
家
當
巳
八
月
よ
り
來
午
七
月
迄
私
居
佳
仕
度
旨
申
入
候
處
被
召
置
恭
存
候
則
書
面
之
通

家
賃

ハ
少
茂
無
滞
相
佛
可
申
候
尤
手
問
御
入
用
之
節
ハ
相
勤
右
賃
銭
を
以
相
梯
可
申
候
萬

一
相
滞
儀
御
座
候
節
ハ
請
人

方
冶
相
辮
早
速
将
明
可
中
候
且
叉
御
年
貢
之
儀
は
貴
殿
方
〃
御
上
納
可
被
成
候
共
外
町
並
二
相
掛
候
諸
御
公
役
諸
出
銀

等

ハ
私
方
〃
相
勤
可
申
候
事

一

御
公
儀
様
御
法
度
之
趣
彌
堅
相
守
喧
嘩
口
論
等
相
愼
博
奕
等
決
而
携
申
聞
鋪
候
井
胡
齪
成
も
の
立
宿
二
て
茂
不
仕

族
人
宿
等
決
而
仕
聞
敷
候
惣
而
不
審
成
儀

一
切
不
仕
買
掛
等
少
二
て
も
仕
聞
敷
候
事

一

右
家
御
入
用
之
節
ハ
何
時
二
て
も
早
速
明
退
相
返
可
申
候
居
佳
之
内
住
荒
シ
申
間
鋪
候
其
内
私
好
ミ
繕
普
請
等
有

之
節

ハ
貴
殿
方
ね
申
入
御
差
圖
を
請
可
仕
候
夏

一

長
病
等
仕
出
渡
世
難
相
立
節
ハ
早
速
請
人
方
ね
引
取
貴
殿
御
世
話
二
懸
申
間
敷
候
事

右
之
通
相
極
候
上
者
少
も
相
違
無
御
座
候
萬

一
い
か
様
之
儀
出
來
仕
候
共
請
人
罷
出
急
度
将
明
可
申
候
尤
此
家

二
被
召

置
候
間
ハ
何
ヶ
年
二
て
も
此
證
文
御
用
ひ
可
被
下
候
爲
後
日
借
家
請
詮
文
価
如
件

安
永
二
な+
巳
八
月

家
借
用
人
城
内
村

與

七

印

同

臨

惣

市

印

請
人
城
内
村
中
城
町
線
屋



市

右

工

門

印

丸
屋
幸
右
衛
門
殿

㈲

而
し
て
此
日
田
地
方
で
は
、
私
の
知
る
限
り
に
於
て
は
、
家
と
屋
敷
と
を
共
に
借
用
す
る
場
合
に
は
常
に
、
竈

の
借
用
と
云
は
す
、

次

の
例

の
如
く
家

の
借
用
と
構
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、

借
家
強粥
誰
階文
之
古
ズ

(天
明
八
年
八
月
)

む

一

家

萱

軒

此
地
床
賃
壼
ヶ
年

二
丁
銭
九
百
五
拾
文
地
主
方

二
直

二
相
梯
可
申
候

此
家
賃
萱
ケ
年

二
…
…
…

右
者
彌
助
陣
屋
村
セ2
罷
越
貴
殿
御
建
置
之
家

二
被
召
置
被
下
候
様
申
出
候
庭
被
召
置
恭
存
候
家
賃
之
儀
者
右
極
之
通
少

も
無
滞
相
佛
可
申
候
萬

一
少

二
て
も
相
滞
儀
御
座
候

ハ

・
請
人
方
ず
相
辮
早
速
相
渡
可
申
候
且
亦

地
床
賃
之
儀
者
直

二

枳
佛
可
申
候
北
ハ外
村
並

二
相
掛
候
御
公
役
並
諸
出
銀
共
彌
助
方

8
相
勤
可
申
候
事

(以
下
三
條
前
の
誰
丈
の
そ
れ
と
大
略
同
じ
)

む

む

次
の
證
文

に
見

え
る
、
竃
所
叉
住
家
を
云
ふ
も
の
で
あ
ら
う
。

地
庭
貸
渡
證
文

之
夏

一
正
金
四
爾
…式
分

年
萱
割
牛
之
利
足

竈

雑

考

(
金
田
)

(
第

六
巷

第

一
號

二
五
五
Y

四

三



寵

雑

考

(
金
田
)

(
第

六
巻

第

一
號

二
五
六
)

四
四

右
金
子
致
借
用
候
庭
實
正
也
然
庭
爲
引
當
拙
者
居
宅
裏
別
紬
圖
面
之
通
柑
類
共
當
申
年
♂
來
ル
卯
年
迄
十
ケ
年
之
間

　

　

貸
渡
候
條
右
年
限
中
御
勝
手
二
御
取
計
可
被
成
候
直
叉
竈
所
築
立
二
相
成
候
而
も
決
而
違
背
申
聞
敷
候
年
柔
地
主
銀

見
合
年
限
中
差
引
等
無
之
候
年
限
和
濟
受
返
之
節
ハ
元
金
ヲ
以
受
返
可
申
候
至
後
年
異
変
無
之
た
め
受
人
相
立
候
上

ハ
毛
頭
相
違
無
之
候
爲
後
年
貸
渡
證
文
如
件

万
延
元
年
申
十
二
月

安
武
伊
右
衛
門
殿

山

本

勘

次
殿
㈲

貸

主
八

尋

殿

衛

印

受

人
天

野

近

江

輔

印

う

も

カ

カ

し

カ

も

う

次

の
日
田
地
方

の
も
の
も
、
居
家
を
竈
と
構
し
た

一
例
で
あ
る
が
、之
に
あ
つ
て
は
、更
に
釜
屋
、
物
置
、
土
藏
、
通
門
等
単
な
る

築
造
物
を
も
、
竈
と
稻
し
た
の
で
あ
る
。
尤
も
そ
れ
等
は
、
住
家
附
騎

の
築
造
物
で
あ
る
爲
め
に
、
住
家
を
意
味
す
る
竈
の
語
が
、

之
等
に
も
冠
せ
ら
れ
る
に
至
つ
た
も
の
で
、
住
家
に
附
鵬
せ
ざ
る
単
な
る

築
造
物
を
指
す
場
合
は
、
當
地
方

と
錐
も
恐
ら
く
な
か
つ

た
で
あ
ら
う
。

居
屋
敷
井
土
藏
敷
書
入
證
文
之
事



む

一

居
家
堂
軒

聞

口
六
悶
入
五
聞
牛

　

一

釜
屋
萱
軒

む

一

物
置
萱
軒

武
問
牛
四
間

む

一

土
戴
堂
軒

試
聞
牛
四
聞
牛

む

一

通
門
堂
ケ
所

む

一

土
戴
堂
軒

三
間
五
聞

む

一

同

堂
軒

武
聞
牛
四
間

一

屋
敷
坪
敷

(略
)

一

川
向
坪
数

(略
)

〆

む

む

右
者
大
橋
村
保
乎
持
抱
之
式

二
相
違
無
御
座
候
竃
激
七
軒
相
違
無
之
候
別
紙
借
用

二
引
當
仕
申
候
故
右
借
用
相
片
付
候

迄
萬

一
萱
佛

二
相
成
候
と
も
村
役

♂
急
度
差
留
金
子
返
濟
方
爲
致
可
申
候
爲
其
如
斯
御
座
候
以
上

吉茄
・永
六
年

丑
三
月

一家

敷

、王
保

雫

親

類

竈

雑

考

(
金

田
)

(
第
六
巷

第

一
號

二
五
七
)

四
五



螢

甜雑

考

(
金

田
)

(締弟
山ハ
巻

肋果

一
號

二
五

八
)

四

山ハ

右
之
通
相
違
無
御
座
候
以
上

丑

三
月

日
田
町
中
村

森

山

定

助

殿

㈹

庄

三

郎

大
橋
村
方
頭新

兵

衛

同
村
庄
屋末

廣

清
左
衛
門

徳
川
禁
令
考
第
五
秩

一
九
五
頁
。

竹
越
輿

三
郎
氏
日
本
経
済

史
三
六

三
頁
及
び
前
掲

長
崎
明
細
記
参
照
.

此
類
例
は
数

多
く
見
ら
れ
る
。
こ
、
に
掲

出
せ
る
は
、
千
原
文
書

(本

學
に
寄

託
さ
れ

て
居
る
日
田
千
原
家
文
書

)中

の

一
例
で
あ
る
。
次

の
天

明

八
年

の
諺
丈
叉
同
じ
、
之

は
下
書
で
あ
る
。

福
岡

市
馬
出
恵

光
院
藏

。

前
掲
千
原
丈
書

、
尚
ほ

之

は
下
書

で
あ

る
。



七

も

最
後
に
附
記
し
度
ひ
の
は
、
徳
川
時
代
轄
用
さ
れ
た
竈
な
る
語
が
、
最
も
普
通
に
意
味
し
た
所
の
、
同
居
共
食
の
家
族
は
、
叉
家

と
稽
せ
ら
れ
、
し
か
も
此
言
葉

の
方
が
、
竈
な
る
語
よ
り
も
、
よ
り

一
般
的
に
使
用
せ
ら
れ
た
や
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
兎
も
角
、
此
家
な
る
語
は
、
同
居
共
食

の
家
族
を
意
味
す
る
か
、
然
ら
ざ
れ
ば
家
屋
そ
の
も
の
を
意
味
す
る
の
が
通
例
で
あ
つ
た

ら
し

い
の
で
あ
る
が
、
此
外
に
叉
、
別
個

の
用
例
が
あ
つ
た
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。

先
づ
初
め
に
、
家
が
家
屋
を
意
味
す
る
場
合

の
例
誰
を
畢
け
る
必
要
は
な
い
が
、
家
が
同
居
共
食

の
家
族

即
ち
普
通
の
意
味
に
於

け
る
竈
と
、
同
義
同
内
容
で
あ
る
場
合

の
、
且
ハ禮
的
類
例
を
見
て
置
か
う
。

既
に
近
世
,『
一
家
五
人
』
と
云
ふ
諺
が
あ
つ
た
と
云
は
れ
る
が
、之
を
具
禮
的
に
見
る
も
、
例

へ
ば
佐
古
慶

三
氏
の
調
査
に
依
る
と

αり

江
戸
、
名
古
屋
、
大
津
、
宇
治
の
諸
地
方
に
於
け
る
家
の
亭
均
構
成
員
数
は
、
二
人
乃
至
五
人
前
後
で
あ
つ
た
の
で
あ
叡
が

(
此
種

の
類
例
は
数
多
く
墨
げ
ら
れ
る
が
、
今
は
略
す
る
)、之
は
、
先
に
述
べ
た
様
に
、
竈
の
平
均
員
数
が
数
名
で
あ
る
の
と
同
様
で
あ
る

が
故
に
、
之
等
各
地
方
に
於
け
る
家
は
、
先
づ
以
て
普
通
の
意
味
の
竈
に
外
な
ら
な
か
つ
た
も
の
と
爲
し
得
ら
れ
る
で
あ
ら
う
し
、

前
掲
諸
例
の
沖
に
就

い
て
見
る
と
、
岡
山
藩
、
神
戸
地
方
、
高
田
地
方
な
ど
で
は
、
家

と
竈
と
を
全
く
同
じ
意
味
に
使
用
し
て
居
る

く

ヵ

う

こ
と
が
知
ら
れ
、
殊
に
大
村
藩
の
如
き
、
前
揚

の
如
く

『家
激
七
竈
」

と
な
し
て
居
る
な
ど
、
そ
の
具
艦
例

で
あ
る
の
で
あ
る
。

も

む

ぬ

も

カ

ぬ

ヒ

で

わ

ね

扱
て
然
ら
ば
、
家
な
る
語
の
特
殊
な
用
例
と
は
如
何
。

セ

し

少
く
と
も
大
坂
に
於
け
る
公
の
帳
簿
面
に
見
え
る
家
と
は
、
」
構

の
宅
地
を
指
す
も
の
で
あ
つ
て
、
同
居
共
食

の
家
族
を
意
味
す

竈

雑

考

(金
田
)

(第
六
巷

第

一
號

二
五
九
)

四
七



竃

雑

考

(
金

田
)

(
第
六
巻

第

一
號

二
六
〇

)

四
八

㈲

る
竈
と
は
、
全
く
別
個
の
概
念
で
あ
つ
た
と
、
既
に
佐
古
氏
が
論
定
さ
れ
て
居
る
が
、
之
が
そ
の

一
例
で
あ

る
。

の

う

カ

ヵ

び

次
に
鶴
岡
地
方
に
於
て
は
、
間
口
六
聞
奥
行
二
十
五
問

の
屋
敷
を
萱
軒
家
と
構
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
之
は
全
く
大
坂
と
同

一
の
用
法
で
あ

つ
た
の
で
あ
る
。

働

尚
ほ

、

秋

田
藩

の
記
録

に
、

り

も

ゐ

久
保
田
外
町
五
拾
三
町
町
屋
敷
二
千
百
三
拾
軒

⑬

或
は
叉
青
森
地
方
の
記
録
に
、

カ

リ

も

屋
敷
合
式
百
九
十
四
軒

な
ど
の
文
字
が
見
え
る
が
、
之
等
は
土
地
を
意
味
す
る
屋
敷
を
数
ふ
る
に
、
普
通
家
屋
を
意
味
す
る
軒

の
語

を
以
て
し
た
も
の
で
あ

つ
て
、
前
段

の
大
坂
、
鶴
岡
地
方
の
、
土
地
を
呼
ぶ
に
家
を
以
て
す
る
の
と
、
同
種

の
慣
行
と
な
し
得
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。

叉
唐
津
藩

の
増
減
人
帳
に
、

當

三
月

御
改

人
数
圭
最

拾
武
人
内
娚
巽

(中
略
)

家
激
百
七
拾
四
軒

、

、

㈲

外

二
拾
五
軒

無
家



と
見

え

る
所

の
、

家

叉
単
な
る

同

屠

共

食

の
家

族

の
意

味

で

は
な

く

、

少

く

と

も
屋

敷

を

そ

の
要
素

と

せ

る

も

の
で

あ

り
、

屋

敷

な

き

家

族

を

無

家

と
,構

し

た

も

の
で

は
あ

る

ま

い
か

。

尤

も

之

に
あ

つ
て

は

、
借

家

の
場

合

を
無

家

と
,稽

し

た

か

と

も
考

へ
ら

れ

よ
う

が

、

今

は
決

定

し

得

な

い
。

更

に
叉

、

長

崎

、

熊

本

、

小

倉

、

山

口
、

廣

島

、

濱

田

、

大

垣

、

京
都

の
諸

地

方

に

於

て

も

、
家

と
竈

と

を
対
立

せ
し

め

て
使

用

㈲

し
て
居
る
こ
と
、
前
揚
の
如
く
で
あ
る
か
、
之
等
の
家

の
中
に
は
、
今
は
判
然
考

へ
得
な
い
が
、
こ
N
に
参
看

す
べ
き
類
例
の
も
の

も
あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

尚
ほ

吉
田
束
伍
氏
に
依
れ
ば
、

『家
と
は
、
今
日
の
意
義
に
て
は
、
家
屋
と
櫓
し
て
家
族
の
佳
居
を
指
す
が
、
古
人
の
謂

へ
る
所

㈹

は

少

々
差
異

が

あ

る

。

一
姻

一
竈

の
謂

に
あ

ら
す

し

て
、

数

燗

に

て

も
数

棟

に

て

も
、

一
地

に
聚

合

し

て
相

保

親

す

る
を
家

と

云
」

つ
た

と

云

ふ
が

、
徳

川

時

代

に

至

つ
て

も
、
尚
ほ

此

の
如

き
用

例

が

存

し

た

か
否

か
、

私

は
未

だ

そ

の
實

例

を

知

ら

な

い
。

　67

諺
は
、
前
掲
吉
田
東
伍
氏
古
代

の
郷
と
戸
と
家
に
就

い
て
所
出

。

(

前
掲
佐
古
氏
論
文
、
歴

史
と
地

理
十

二
巷
四
號
六
八
頁
以
下
。
伺

ほ
佐
古
氏

の
丈
中
に
は
、
京
都
、
長
崎

の
例
も
塞
・げ

て
あ

る
が
、
此

二
地
方

に
就

い
て
は
、
後
段
蓮

べ
る
様

に
、
家
と
竈
と
を
別
義

に
使
用
し

て
居
る
例
誼
が
あ
る
故

に
、

こ
」
に
は
省
略

す
る
。

ラ

ラ

ラ

註

32

15

18

所

引

。

(

(

(

ヘ
ノ

誰

23

所

引

。

.

(
前
掲

佐

古

氏

論
丈

、
同

上
誌

十

二
巷

四

號

、
十

三

巻

一
號

五
號

.

鶴

岡

浩

革

史

一
九

一
頁

。

竈

雑

考

(
金
田
)

,

(
第
六
巻

第

一
號

二
六

一
)

四
九



竃

難

考

(
金

田
)

(第

六
巻

篁

號

二
六

二
)

五
〇

秋

田
縣

史

一
、

一

一

一
頁

以

下

。

青

森

市

浩
革

史

上

、

一

一
九

頁

。

安

政

五
年

三
月

の

も

の

よ

り
引

く

、

本

學

藏

。

此

史
料

は
本

多

了

証

君

よ

り
教

示
を

受

く

。

ラ
ラ
ノ　
　

　

ラ

　

　

註

10

25

27

23

H

31

17

34
所

引

。

(

(
(

(

(

(
(

(

前

掲

古

代

の
郷

と

戸

と

家

に
就

い
て
。

(
追

記
)

青
木
義
憲
氏

よ
り
、
豊

前
中
津
奥

亭
藩

に
於
け
る
、
関
係

史
料

の
教
示
を
受
け
た
。

=

一摘

記
す
る
と
、
中
津
町
の
享
保
年
代

以
降

の
町
方
記

録
惣

町
大
帳
(
大
冊
百
十
数

冊

の
大
記
録
に
し
て
好
個

の
町
政
研
究
賓
料

、
小
幡
記
念
圖
書
館
藏

)享
保

三
年
四
年

の
分

に
、
『
一
軒
数
合

七
拾

五

軒

一
竈
数
合

九
十
九
竈
』
、
叉
享

保
四
年

の
分

に
、
『
一
軒
数
合
拾

五
軒
内

八
軒

ハ
畠

二
成
居
申
候

一
竃
数

合
七
竈
』

と
見
え
、
叉
明
治
初
期
作

成
の
中
津
藩
管
内
戸
数
人

口
取
調
帳
(
全
上
藏

)
に
、
士
族
卒

に
就

い
て
『
一
戸
数
千
五
百
戴
拾
三
軒

…

一
人
高

六
千
百
八
拾
五
人
』
と
記
せ
る
に

対
し

、
町
方
村
方

に
就

い
て
は
、
『
一
竃
数
千
六
百
七
拾

九
軒
…

一
人
高
七
千
式

百
三
十
登
人
』
と
な

せ
る
も
の
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
侮

ほ
右

史
料

は
、
本
篇
完
稿
後
教
示

に
與

つ
た
爲

め
に
、

こ
エ
に
追
録
し
て
後
考

に
備

へ
る
こ
と
に
し
た

の
で
あ

る
。


